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袖ケ浦市介護保険運営協議会（平成２９年度第４回）議事録 

 

１ 開催日時  平成２９年１１月１５日（水） 午後３時００分開会 

２ 開催場所  市役所旧館３階大会議室 

３ 出席委員 

会 長 立川 久雄 委 員 鍋川 早苗 

副会長 在原 昌秀 委 員 竹元 悦子 

委 員 髙石 静江 委 員 室橋  敬 

委 員 宮崎 和明 委 員 加曽利 正宏 

委 員 高安 修藏 委 員 浅井 美喜 

委 員 安藤 洋子 委 員 小倉 明美 

 （欠席委員） 

委 員 犬丸 達也 委 員 石塚 浩一 

委 員 山中 太郎   

４ 出席職員 

福祉部長 宮嶋 亮二 
介護保険課 
認定・給付班主査 

鈴木 亮満 

福祉部参事 
（介護保険課長兼務） 

森 博 高齢者支援課長 川口 秀 

介護保険課副課長 
（認定・給付班長兼務） 

小幡 久美子 
高齢者支援課副課長 
（高齢者福祉班長兼務） 

重田 克己 

介護保険課 
管理班長 

吉田 彰 
高齢者支援課 
上席保健師 

（地域包括支援班長兼務） 
一色 弥生 

介護保険課 
管理班主査 

北島 規与泰   

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 傍聴人数 １人 

６ 次第 

(1) 議題 

ア 袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の素案について 

イ 平成２９年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの業務の委託 

について 

ウ 地域密着型サービス事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）の整備支 

援について 

エ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）整備・運営事業者の公募結果につ 

いて 

オ その他 
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７ 議 事 

事務局 出席の報告をいただいております委員の皆様、全員お揃いですので、始めさ

せていただきます。 

ただいまの出席委員は、１２名でございます。 

従いまして、袖ケ浦市介護保険運営協議会規則第４条第２項の規定による定

足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

これより、平成２９年度第４回袖ケ浦市介護保険運営協議会を始めさせてい

ただきます。 

本日、犬丸委員、山中委員、石塚委員が所用のため欠席との報告をいただい

ております。 

次第により会議を進めてまいります。 

立川会長、ご挨拶よろしくお願い申し上げます。 

立川会長 あいさつ（略） 

事務局 ありがとうございました。 

それでは、早速、議事に入りたいと思います。 

議事の進行につきましては、袖ケ浦市介護保険運営協議会規則第４条の規定

によりまして、会長が行うこととなっておりますので、立川会長にお願いした

いと思います。 

それでは、立川会長よろしくお願いいたします。 

立川会長 それでは、まず議事に入る前に、会議の公開及び傍聴について事務局から説

明をお願いします。 

事務局 本日の会議は公開でございます。なお、会議録につきましては、ホームペー

ジ及び市政情報室で公開してまいりますのでご了解ください。委員の皆様には、

後日、議事録を送付させていただきます。以上でございます。 

立川会長 皆様、会議の公開等については、よろしいでしょうか。 

傍聴の方につきましては、配布いたしました要領の注意事項を遵守し、会議

の円滑な運営にご協力をお願いいたします。それでは、議事に入らせていただ

きます。 

本日の議題は、その他を含め５件でございます。 

会議次第をご覧ください。 

議題１は、「袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の素案につい

て」の説明を受け、ご意見をいただくものです。 

議題２は、「平成２９年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業

務の委託について」の説明を受け、ご審議をいただくものです。 

議題３は、「地域密着型サービス事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

の整備支援について」の説明を受け、ご審議をいただくものです。 

議題４は、「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）整備・運営事業者の公
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募結果について」の報告を受け、ご意見をいただくものです。 

議題５は、「その他」といたしまして、委員の方々からのご意見を伺うもので

ございます。 

では、議題ごとに事務局の説明後、質疑をお受けすることとします。 

まず、議題１「袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の素案に

ついて」、事務局の説明を求めます。 

事務局 【議題１に関する説明】 

立川会長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 

質疑ではなく、ご意見でも結構ですので、ありましたらお願いします。 

高安委員  事業計画の策定にあたり、支援委託業者の株式会社ぎょうせいはどこまで関

わっているのでしょうか。 

事務局 アンケート調査の分析や、文書の表現など様々な支援をしていただいており

ます。 

高安委員 それは、一緒に関与しながら作ったものなのでしょか。それとも、一方的に

業者が作ったものなのでしょか。 

事務局 この素案を作り上げるまでには、株式会社ぎょうせいと複数回に渡り打合せ

を重ねながら作業を進め、そして、その内容を庁内の事業計画策定委員会にお

いて協議してまいりました。 

高安委員 株式会社ぎょうせいに依頼することは良い事もあると思いますけど、全てを

頼ってしまって、中身が無いといったことでは困ってしまう。 

事務局 株式会社ぎょうせいと打合せをしながら、本市に即した内容で実が伴うよう

に計画の作成作業を進めてきました。 

事務局 補足としまして、この中の構成や文書の表現を含めまして、本市の意向を伝

えた中で、度々の修正をしてきました。特に課題分析等の内容を計画の中で、

どのように集約するかを庁内会議や、本運営協議会でいただいた意見を踏まえ

まして進めてきましたのでご承知おきください。 

加曽利委員 説明の中で介護人材の定着とありましたが、７９ページの取組事業の内容と

しましては、千葉県等が実施する事業について、情報提供等を行うといったお

話がありましたけども、現場からすれば介護人材の確保については喫緊の課題

でありますので、情報提供のみならず、市の独自の施策を加えていただくと、

より介護保険制度が充実して行きますので、ご検討いただければと思います。 

事務局 介護人材の確保につきましては、これまで市では殆どやってきませんでした

が、ここに記載させていただきました千葉県の様々な活動につきまして、まず

は情報提供等をしっかりやっていきたいと思っております。だだ、ご指摘いた

だきました部分で喫緊の課題であることは、私共も十分理解しておりますので、

市としてどの様なことが出来るか、常に考えながら進めていきたいと思ってお

りますので、ご理解いただければと思います。 
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竹元委員 ７１ページに、「３ 自立や介護に配慮した住まい・まちづくりの推進」につ

いて、特に６番の「新規」で考えているという、この課題については、お年寄

りは車が無いため病院に行けない、色々もう少しお友達と関わりたくとも関わ

れないことが多い。先月も、さつき台病院の担当の方達と話し合った時に、最

終的に行き着くのが送迎してくれるところが無いというのが一番大変だと。だ

からといってそれを立ち上げてくれる人も中々いないから、今、街づくりの方

で会議を設けているけれども、やはり送迎というものはすごく難しい。 

やはり安全面、お金の面とか色々あると思うので、本当に十分考慮して、年

金の少ない人でも利用できるような移動システムを作ってほしいと思います。

よろしくお願いします。 

事務局 竹元委員には日頃から平川地区のサポート等、実際の高齢者の移動支援とい

うことでやっていただいており、感謝しております。高齢者支援課の施策とし

て、検討してきましたが、計画を位置付けるまでには至ってなかったのですが、

２０２５年団塊の世代が７５歳を迎えるということで、高齢者の交通事故もあ

って免許返納という動きもある中で、これはやはり取り組んでいかなければな

らないと決意を新たにして計画に入れさせていただきました。 

なお、公共交通政策ということで、バス等の既存の交通手段ということにな

りますので、課題、ハードルは高いものと認識しています。例えばお話があり

ましたとおり、インフォーマルなサービスということで、そういった取り組み

は以前ご質問いただいて、今後計画していきたいと思っておりますけれども、

その他にも企画課が担当課として入っており、公共交通の検討と一緒に高齢者

の支援も併せて、検討して３２年度最終年度には何らかの形で実施としていき

たいという計画で進めさせていただこうしているところでございますので、ご

理解いただけたらと思います。 

高安委員 ８４ページの２番の避難行動要支援者・避難支援対策ですが、先日、市の災

害対策コーディネーター養成講座に私も出させてもらったんですけども、福祉

避難所の開設というのは各公民館５つなわけなんですね。 

それに対して、介護の必要な人や医療の必要な人は最初から公民館に移動さ

せるのが常識的だと思いますけど、長浦の人だったら、例えば長浦小学校に近

い人は長浦小学校にいて、市長から福祉避難所を開設するという指示があって

から公民館へ行くだなんて、これはどうなっているのだと危機管理課へ問い合

わせたら、課長は分かっているんですよね、それで高齢者支援課・介護保険課

の班長達は分かっているけど、情報共有を良く出来ていないというところがあ

って、本当に袖ケ浦にそんな災害が来るのか分からないと思うけど、いつ来る

かわからないので、名簿をきちっと作って、もしもの時に避難勧告が出た場合

は、あなたは長浦公民館へ行くんですよ、平川公民館へ行くんですよという様

な指示というのをきちんとしておいていただきたいと思うんですよ。小学校へ
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行って、それから公民館へ移動するなんて、とても出来ないような、当たり前

の事さえ想像力が無いってことに驚いている。情報の共有が出来てないという

ことで、これは大変なことだと思うので、名簿を作ってその情報を伝えていく

ということをお願いしたいと思います。 

それと、「自治会等と協力し」と記載があるけど、今コーディネーターが５０

人位いるらしいので、そういう専門的な知識をもつ人を養成して、その人達が

中心となって災害時はやるというようなことにした方が良いのではないかと、

それを今後やっていただきたいということは、危機管理課の方にも言っておき

ました。 

事務局 危機管理課長の方にも言っていただいたということでございますけれども、

この場でご意見をいただきましたので改めて危機管理課の方とも私共連絡をと

りまして、対応して参りたいと思いますのでご理解いただけたらと思います。 

立川会長 それでは皆様の意見を参考にして事務局の方で計画の検討の方をよろしくお

願いします。質疑がないようですので次に移らせていただきます。 

次に、議題２「平成２９年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメン

トの業務の委託について」、事務局の説明を求めます。 

事務局 【議題２に関する説明】 

立川会長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 

質疑ではなく、ご意見でも結構ですので、ありましたらお願いします。 

 質疑なし 

立川会長 ないようですのでそれでは、平成２９年度指定介護予防支援及び介護予防ケ

アマネジメントの業務の委託を認めることに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員賛成 

立川会長 全員賛成です。 

 これにより、平成２９年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント

の業務の委託については、承認されました。それでは、次の議題に移らせて頂

きます。 

次に、議題３「地域密着型サービス事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護

看護）の整備支援について」事務局の説明を求めます。 

事務局 【議題３に関する説明】 

立川会長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 

質疑ではなく、ご意見でも結構ですので、ありましたらお願いします。 

高安委員 意見ですけれども、議題（１）資料１-１の「重要課題２：在宅生活を支援す

るサービスの充実、安定した生活の場の確保」とありましたけど、袖ケ浦には

今まで箱モノの施設しかなくて、このような施設はなくて、前課長は一生懸命

やっておられたということを記憶しておりますけども、このような施設ができ

た場合は、やはり、造らせました・潰れましたといった事が無いように市の方
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もきちんと支援していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたい。こ

の事業を成功させるために必要なことだと思いますので、ぜひ支援していただ

きたい。 

立川会長 何か事務局からありますか。 

事務局 今回ですね念願の定期巡回を整備出来るということで我々の方も、ケアマネ

事業所に対するＰＲですとか、あとは、市民の皆様方にもですね、様々な機会

を捉え、ＰＲしていきたいと思います。ありがとうございます。 

立川会長 それでは、地域密着型サービス事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

の整備支援を認めることに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員賛成 

立川会長 全員賛成です。 

これにより、地域密着型サービス事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看

護）の整備支援については、承認されました。 

次に、議題４「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）整備・運営事業者

の公募結果について」、事務局の報告を求めます。 

事務局 【議題４に関する報告】 

立川会長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 

質疑ではなく、ご意見でも結構ですので、ありましたらお願いします。 

 質疑なし 

立川会長 ないようですので、次に移らせていただきます。 

最後に、議題５「その他」ですが、委員の皆様から何かございますか。 

  特になし 

立川会長 ないようですので、事務局より何か報告等ございますか。 

事務局 【次回の開催日程等について報告】 

立川会長 ただいまの報告に対し、質問はございませんか。 

  質問なし 

立川会長 それでは、本日予定していた議案の審議は、全て終了いたしました。以上で、

議長の任を解かせていただきます。議事進行にご協力をいただき、ありがとう

ございました。 

事務局 立川会長、ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、本日の議題は、全て終了いたしましたので、

平成２９年度第４回袖ケ浦市介護保険運営協議会を閉会いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 



平成２９年度第４回 袖ケ浦市介護保険運営協議会 

 

            日 時 平成２９年１１月１５日（水） 

午後３時００分 

            場 所 市役所旧館３階大会議室 

次 第 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議題 

（１） 袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の素案について 

【計画の素案を説明し、ご意見をいただくものです。】 

 

（２）平成２９年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託 

について 

【新規の委託事業所との契約締結について説明し、ご審議をいただくものです。】 

 

（３）地域密着型サービス事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）の整備 

支援について 

【地域密着型サービス事業所の整備支援について説明し、ご審議をいただくもの 

です。】 

 

（４）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）整備・運営事業者の公募結果 

について 

【特別養護老人ホームの公募結果について、ご報告するものです。】 

 

（５）その他 

 

４ 閉 会 

 



※袖ケ浦市人口ビジョンに基づき、平成29年10月１日時点の住民基本台帳の人口状況等を考慮し、算出した推計人口

○高齢者、要介護者数等の推移動向、今後の施策ニーズ、第６期計画の実施状況、介

護保険制度の改正等を踏まえ、第７期計画の重点課題を次のとおり整理します。

重点課題１：高齢者の健康づくりと自立した生活への支援の充
実
　アンケート調査結果では、運動器や口腔、認知機能の低下リスクが比較的
高い割合となりました。活力ある地域社会をつくるため、若い段階からの健
康づくりや介護予防に取り組み、自立した期間をできるだけ延ばしていく必
要があります。
　なお、口腔機能、運動、栄養はそれぞれの機能、状態が密接に関連してお
り、それぞれを関連付け、介護予防に取り組んでいくことが必要です。

重点課題２：在宅生活を支援するサービスの充実、安定した生活の
場の確保
　在宅介護実態調査では、日中及び夜間の排泄や、家事全般に関することな
ど、介護度が上がり、認知症自立度が下がるとともに、24時間介護を必要と
する要介護者の割合が増えていくことが明らかになっています。今後も後期
高齢者が増加していくことを踏まえると、在宅でも介護度が高い高齢者が増
加していくことが見込まれることから、重度の要介護者、単身や夫婦のみの
高齢者世帯及び認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活を継続でき
るよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護のほ
か、医療関係者と介護関係者の連携体制を強化して、医療ニーズにも対応で
きる看護小規模多機能型居宅介護等の整備を進め、適切に提供できる体制を
整備していく必要があります。
　また、介護老人福祉施設については、介護が必要な状態や認知症になると
家族や近所に迷惑をかけたくないという思いから、施設への入所を希望する
割合が高まることも踏まえ、安心して老後を送れる環境を今から整備してお
くことは重要です。
　さらに、家族等介護者に対する相談体制の強化や、介護知識の普及・介護
技術の向上、精神面での支援等をおこない、介護者の負担軽減を図る取り組
みを推進していく必要があります。

重点課題３：高齢者の生きがいづくり、活動の活性化
　高齢者は身体機能の衰えとともに、家に閉じこもりがちになり、心身の機
能低下を助長することとなります。アンケート調査結果からも、高齢になる
ほど地域活動への参加意欲は希薄になる傾向となっています。また、外出手
段の確保が困難であるという声も多く、「暮らし続けたくない理由」とし
て、「買い物が不便」であったり、「車がないと生活できない」といった交
通の問題が挙げられるなど、介護予防、社会参加、ＱＯＬの向上といった面
からも外出支援の充実は重要な要素と考えられます。
　高齢者が安心して外出し、活躍の場を拡大していくため、外出支援の充実
や就労・地域活動などへ参加できる仕組みづくりを進めるとともに、元気な
高齢者が、地域活動や就労の場で新たな支え手・担い手として活躍すること
により、生涯現役で活躍できる社会環境を整えていく必要があります。

重点課題４：地域で高齢者を見守り、支える体制の整備
　高齢者が可能な限り住み慣れた地域や自宅で生活を続けていくためには、
介護保険サービスだけでは限界があり、地域により高齢者を見守り支える、
きめ細やかな支援が重要です。このため、行政のみならず市民・事業者、関
係機関等がそれぞれの役割と連携のもとに協働して取り組み、地域包括ケア
システムを推進していく必要があります。
　また、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者等の支援を必要とする
方が増えていくなかで、地域包括支援センターを中心とした相談体制の強化
とあわせ、高齢者虐待防止、成年後見制度の活用の促進、防犯・防災体制の
強化、認知症に対する正しい理解の普及・啓発の推進等に取り組み、誰もが
安心して住み続けることができる地域社会の実現を図っていく必要がありま
す。
　さらに、介護保険サービス、介護保険以外のサービスについて、民間事業
者をはじめとした多様な主体による多様なサービの創設、参入や人材育成へ
の支援を通じて、地域で高齢者を見守り、支えていく体制の整備を図る必要
があります。

基本目標１：健康でいきいきとした暮らしの実現

議題（１）　袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の素案について

【袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画素案の概要】

≪地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント≫

地域包括ケアシステムの深化・推進
１　自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進
　○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
　・介護保険事業計画の策定にあたり、国から提供されたデータの分析の実施
　・介護保険事業計画に介護予防・重度化防止、介護給付費適正化等の取組内容及び目標を記載
　・介護保険事業計画に位置づけられた目標の達成状況についての公表及び報告
　・財政的インセンティブの付与（交付金の交付）の規定の整備
　・都道府県による市町村に対する支援（研修、情報提供等）の規定の整備
　・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
　・市町村長から都道府県知事へ意見を申し出ることができる等、居宅サービス等事業者の指定に対す
　　る保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
　・国及び地方公共団体の認知症に関する施策の総合的な推進（認知症に関する知識の普及・啓発、
　　認知症の人に応じたリハビリテーション及び認知症の人を介護する人の支援、その他認知症に関す
　　る施策の推進、認知症の人及びその家族の意向の尊重に努める等）
２　医療・介護の連携の推進等
　○「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね
　　備えた、新たな介護保険施設（介護医療院）の創設
　○医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定
　　の整備
３　地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等
　○地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉
　　計画の策定の努力義務化
　○高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新た
　　に共生型サービスを位置づけ
　○その他、有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化、障害者支援施設等を退所して介護保険
　　施設等に入所した場合の保険者の見直し

 介護保険制度の持続可能性の確保
４　現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し
　○現行２割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合の３割化
５　介護納付金における総報酬割の導入
　○各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報
　　酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

≪平成30年度～平成32年度≫
　介護保険事業計画は３年ごとに見直しを行うことなっており、今回策定
する第７期介護保険事業計画の期間は平成30（2018）～32（2020）年
度となります。
　また、高齢者福祉計画も介護険事業計画と一体的に策定するこから、同
様に３年間を計画期間と定めます。
　なお、計画の策定にあたっては、団塊の世代が75歳以上となる平成37
（2025）年を見据え、中長期的な視点から施策の展開を図ります。

ふれあいとささえあい共にはぐくむ　高齢社会

　老人福祉法第20条の８に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法　第117条に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定した
ものであり、本市における高齢者保健福祉施策の総合的指針として位置づけます。

（１）介護予防・重度化防止の推進
（２）多様な健康づくりの推進
（３）疾病予防の推進
（４）社会参加と生きがいづくりの促進

基本目標２：住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備

（１）相談支援体制の充実と適切なケアマネジメントの推進
（２）在宅医療と介護の連携の推進
（３）自立や介護に配慮した住まい・まちづくりの推進
（４）家族介護者への支援の充実

基本目標３：介護サービスの充実、福祉・介護人材の確保及び育成

（１）将来を見据えた介護サービスの充実
（２）生活支援サービスの充実
（３）福祉・介護人材の定着支援

基本目標４：地域で支え合う仕組みづくりの推進

（１）互いに支え合う地域づくりの推進
（２）安全・安心な生活環境の確保
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第１章 計画策定にあたって 

第１節 計画策定の趣旨 

内閣府の平成 28年度版高齢社会白書によると、我が国の 65歳以上の高齢者人口は、団

塊の世代が 65歳以上となった平成 27年に 3,392万人となり、団塊の世代が 75歳以上とな

る平成 37（2025）年には 3,657万人に達すると見込まれています。その後も高齢者人口は

増加を続け、平成 54（2042）年に 3,878万人でピークを迎え、その後は減少に転じると推

計されています。 

また、総人口が減少する中で高齢者が増加することにより、平成 27年には 26.6％であっ

た総人口に占める高齢者の割合（高齢化率）は上昇を続け、平成 47（2035）年には 33.4％

となり、国民の３人に１人が高齢者となると推計されており、医療や介護ニーズが増大す

る中で、現在の介護保険サービス水準で推移した場合、介護保険料、介護給付総額は共に

上昇していくことが予測されています。 

袖ケ浦市においては、「ふれあいとささえあい 共にはぐくむ 高齢社会」を基本理念に、

平成 12年３月に第１期介護保険事業計画を策定し、その後、介護保険法の規定により、３

年ごとに見直しを行い平成 27年３月に高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画（以下「第

６期計画」という。）を策定し、高齢者の保健福祉事業及び介護保険事業の推進に努めてき

ました。 

本市における高齢者人口は、平成 27 年 10 月１日現在 15,143 人、高齢化率は 24.9％と

市民の４人に１人が高齢者となり、今後も、高齢化はさらに進行していくことが見込まれ

ています。 

この度策定する袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画（以下「第７期計画」

という。）は、団塊の世代が後期高齢期に入る平成 37（2025）年を見据え、さらには、い

わゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる平成 52（2040）年に向けて、国の介護保険事

業に係る基本指針等を踏まえながら、第６期計画から続く地域包括ケアシステムの深化・

推進を図るとともに、介護保険制度の改正に対応し、高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らせるようにすることを目的とするものです。 
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第２節 計画の位置づけ 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法第

117 条に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定したものであり、本市における高齢

者保健福祉施策の総合的指針として位置づけるものです。 

また、「袖ケ浦市総合計画」及び「袖ケ浦市地域福祉計画」を上位計画として、「袖ケ浦

市障がい者福祉基本計画」及び「袖ケ浦市障がい福祉計画」等、他の関連する計画や千葉

県が策定する「千葉県高齢者保健福祉計画」及び「千葉県保健医療計画」とも連携及び整

合を図って策定するものです。 

 

■計画の位置づけ■ 

 

 

 

 

 

整 合 

その他

関連計

画 

（健康

プラン

２１な

ど） 

袖ケ浦市総合計画 

高齢者福祉計画 

（老人福祉法） 

第７期介護保険 

事業計画 

（介護保険法） 

ふれあいプラン 

（障がい者福祉

基本計画・障がい

福祉計画・障がい

児福祉計画） 

子育て応援プラン

（次世代育成支援行

動計画、子ども・子

育て支援事業計画） 

 

千葉県高齢者保健福祉計画 

千葉県保健医療計画 

袖ケ浦市地域福祉計画 袖ケ浦市地域福祉活動計画 
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第３節 計画の期間 

介護保険事業計画は３年ごとに見直しを行うこととなっており、今回策定する第７期介

護保険事業計画の期間は平成 30（2018）～32（2020）年度となります。 

また、高齢者福祉計画も介護険事業計画と一体的に策定することから、同様に３年間を

計画期間と定めます。 

なお、計画の策定にあたっては、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37（2025）年を見

据え、中長期的な視点から施策の展開を図ります。 

■計画の期間■ 

 

 

 

第４節 計画の策定体制 

１ 地域ケア会議、介護保険サービス事業者会議等 

地域課題の把握・共有や、介護保険及び保健・医療・福祉に係るそれぞれの立場からの

意見を反映させるため、地域ケア会議、介護保険サービス事業者会議において意見聴取を

行うとともに、介護保険サービス事業者へのヒアリングを行いました。 

 

２ 袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策定委員会 

庁内の関係各課で構成する「袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策定委

員会」において検討・協議を行いました。 

また、高齢者福祉に係る取り組みについて、各関係部門と連携を図り計画を策定しまし

た。 

 

３ 袖ケ浦市介護保険運営協議会 

介護保険被保険者、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、介護サービス事業者、

費用負担関係者で構成する「袖ケ浦市介護保険運営協議会」において検討・協議を行いま

した。 

 

第６期計画 
平成 27～29年度 

 

第７期計画 
平成 30（2018） 
～32（2020）年度 

第８期計画 
平成 33（2021） 
～35（2023）年度 

第９期計画 
平成 36（2024） 
～38（2026）年度 

平成 37（2025）年までの中長期的見通し 
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４ 市民の参加 

介護保険及び保健・医療・福祉サービスを利用している要介護者等をはじめ、被保険者

である市民の意見を反映させるために、袖ケ浦市介護保険運営協議会の検討に加え、介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査、袖ケ浦市介護保険・高齢者福祉に関する調査、在宅介護

実態調査及びパブリックコメント1等を実施しました。 

 

５ 国や県、市町村相互間の調整 

本計画は、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」

を踏まえるとともに、千葉県や関連自治体と調整した上で策定しました。 

 

■計画の策定体制■ 

 

 

 

 

                            

 
1 パブリックコメント： 

公的な機関が、制度等を制定するときに、広く公に意見、情報、改善案等を求める手続きのこと。 

ニーズ調査・実態調査、 

パブリックコメント 

 

意見聴取 

袖ケ浦市介護保険運営協議会 

袖ケ浦市高齢者福祉計画・ 

第７期介護保険事業計画 

策定委員会 

 

 

＜事務局＞ 

・介護保険課、高齢者支援課 

市  民 

国や県、市町村相互間の調整 

地域ケア会議・ 
介護保険サービス事業者会議 

意見聴取 

調整 

介護サービス事業者へのヒア
リング 

検討・策定 
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第５節 計画策定にあたっての基本的な視点 

介護保険制度については、３年ごとに大きな見直しが行われています。第６期計画では、

平成 26年６月に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律（医療・介護総合確保推進法）」に基づき、団塊の世代の高齢

者が 75歳以上となる平成 37（2025）年に向けて、「医療」、「介護」、「予防」、「住まい」、「生

活支援」を柱として高齢者の生活を支援していく「地域包括ケアシステム」の構築に取り

組んできました。 

また、要支援者等の高齢者の多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため、予

防給付の訪問介護及び通所介護については、全国一律の基準に基づくサービスから、地域

の実情に応じて、市町村が効果的かつ効率的に実施することができる、介護予防・日常生

活支援総合事業へと移行されました。本市では、平成 28年３月から、予防給付からの組み

換えによるサービスである現行相当のサービスの開始をもって、介護予防・日常生活支援

総合事業に移行しました。また、新たに多様なサービスとして、資格や人員等の基準を緩

和した訪問型サービスＡを平成 28年 10月より開始し、平成 29年 4月からは、リハビリ専

門職による訪問通所一体型サービスＣを開始しました。 

■【参考】介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の構成■ 

 

資料：厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）」を一部加工 

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（総
合
事
業
）

介護予防・

生活支援サービス事業

一般介護予防事業

（従来の要支援者）

・要支援認定を受けた者

（要支援者）

・基本チェックリスト該当者

（介護予防・生活支援

サービス対象事業者）

・第１号被保険者の全ての者

・その支援のための活動に

関わる者

訪問型サービス

（第１号訪問事業）

通所型サービス

（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス

（第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント

（第１号介護予防支援事業）

①訪問介護

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）

③訪問型サービスB（住民主体による支援）

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスD（移動支援）

①通所介護

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）

③通所型サービスB（住民主体による支援）

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる

自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・

通所型サービスの一体的提供等）

・従来の訪問

介護相当

・多様な

サービス

・従来の通所

介護相当

・多様な

サービス

①介護予防把握事業

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

※上記はサービスの典型例として示しているもの。

市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、

サービス内容を検討する。

④通所型サービスC（短期集中予防サービス）
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今後は、既存のサービス提供事業者によるサービス提供だけではなく、市町村が地域住

民と一体となって、地域の支え合いの体制づくりを推進し、高齢者の多様なニーズに応え

ることができるよう、地域の実情にあわせたサービスを開発・提供していくことが必要と

なります。 

そして、袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定に合わせて行われる

今回の制度改正は、平成 29年５月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律」により、介護保険制度改正の大枠が示されています。 

この改正では、「地域包括ケアシステムの深化・推進」と「介護保険制度の持続可能性の

確保」を柱とし、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進、介護

医療院の新設、一定以上所得者の利用者負担３割化、新たな共生型サービスの創設等の制

度改正がなされ、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図

るとともに、介護保険制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする

方に必要なサービスが提供されるようにすることが求められています。 

第７期計画の策定にあたっては、これらを踏まえ行政のみならず、あらゆる住民が「我

が事」として主体的に捉え、役割を持ち、地域の多様な主体と協働し、自分らしく生活で

きるコミュニティを育成する、「まちぐるみの支えあいのしくみづくり」としての地域包括

ケアシステムの深化、推進に取り組んでいくものとします。 

 

地域包括ケアシステムの姿 

いつまでも元気に暮らすために… 

生活支援・介護予防 

シニアクラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等 

病気になったら… 

医 療 
介護が必要になったら… 

介 護 

・急性期病院 

・亜急性期・回復期 

 リハビリ病院 日常の医療 

・かかりつけ医 

・地域の連携病院 

住まい ・地域包括支援センター 

・ケアマネジャー 

相談業務やサービ

スのコーディネイ

トを行います 

■施設・居住 

系サービス 
■在宅系サービス 

■介護予防サービス 

・自宅 

・サービス付き高齢者向け住宅等 
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■地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント■ 

地域包括ケアシステムの深化・推進  

１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進 

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化 

・介護保険事業計画の策定にあたり、国から提供されたデータの分析の実施 

・介護保険事業計画に介護予防・重度化防止、介護給付費適正化等の取組内容及び目標を記載 

・介護保険事業計画に位置づけられた目標の達成状況についての公表及び報告 

・財政的インセンティブの付与（交付金の交付）の規定の整備 

・都道府県による市町村に対する支援（研修、情報提供等）の規定の整備 

・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等） 

・市町村長から都道府県知事へ意見を申し出ることができる等、居宅サービス等事業者の指定に

対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導

入） 

・国及び地方公共団体の認知症に関する施策の総合的な推進（認知症に関する知識の普及・啓発、

認知症の人に応じたリハビリテーション及び認知症の人を介護する人の支援、その他認知症に

関する施策の推進、認知症の人及びその家族の意向の尊重に努める等） 

 

２ 医療・介護の連携の推進等 

○「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼

ね備えた、新たな介護保険施設（介護医療院）の創設 

○医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の

規定の整備 

 

３ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等 

○地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事項を記載した地域

福祉計画の策定の努力義務化 

○高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に

新たに共生型サービスを位置づけ 

○その他、有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化、障害者支援施設等を退所して介護

保険施設等に入所した場合の保険者の見直し 

 介護保険制度の持続可能性の確保  

４ 現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し 

○現行２割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合の３割化 

 

５ 介護納付金における総報酬割の導入 

○各医療保険者が納付する介護納付金（40～64 歳の保険料）について、被用者保険間では『総報

酬割』（報酬額に比例した負担）とする。 
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第２章 高齢者を取り巻く状況と課題 

第１節 高齢者の現状 

１ 高齢化の状況と今後の見込み 

（１）人口及び高齢化率の推移 

国勢調査に基づく平成 27年 10月１日現在の本市の総人口は 60,952人で、平成 12年

以降の推移をみると、増加傾向で推移しています。 

年齢３区分別人口では、年少人口（15 歳未満）及び生産年齢人口（15 歳～64 歳）は

一貫して減少傾向で推移している一方、高齢者人口（65歳以上）は増加傾向で推移して

おり、平成 12年からの 15年間で 7,246人増加しています。 

また、これらを構成比としてみると、年少人口の割合は平成 12年以降徐々に低下して

います。生産年齢人口の割合は平成 12年には 70.7％でしたが、平成 17年に 70％台を下

回ると、平成 22年以降は団塊の世代が高齢者人口の区分に移ったことを反映して低下の

速度を速め、平成 27年には 61.5％と 15年間で 9.2ポイント低下しています。 

一方、高齢者人口の割合は平成 12年には 13.5％であったものが、年々割合が上昇し、

平成 27年には 24.9％となり、総人口の約 1/4を占めている状況です。 

■人口の推移■        ■年齢３区分別人口構成比の推移■ 

（注）年齢不詳を除く。             （注）分母から年齢不詳を除いて算出 
資料：国勢調査（各年 10月１日現在）      資料：国勢調査（各年 10月１日現在）  

 

9,285 8,610 8,421 8,253 

41,409 
40,853 39,688 

37,334 

7,897 9,620 12,157 15,143 

0

10,000

20,000

30,000
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50,000
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70,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
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第２章 高齢者を取り巻く状況と課題 第１節 高齢者の現状 

 9 

年齢３区分人口のうち、高齢者人口を抜き出し、前期高齢者（65歳～74歳）と後期高

齢者（75歳以上）の人口及び高齢化率の推移を図示すると、下図のようになります。 

団塊の世代の高齢化に伴い高齢者数全体が押し上げられ、高齢化率も一貫して右肩上

がりとなっています。 

なお、高齢化率を全国及び千葉県の平均と比較すると、若干低い割合で推移していま

す。 

■高齢者人口と高齢化率の推移■ 

 
（注）高齢化率は、分母から年齢不詳を除いて算出 

資料：国勢調査（各年 10月１日現在）   

■高齢化率の推移の比較■ 

 

（注）高齢化率は、分母から年齢不詳を除いて算出 
資料：国勢調査（各年 10月１日現在）   
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（２）地区別の高齢化の状況 

住民基本台帳による、市内居住地区別の高齢化の状況は次のとおりであり、このうち、

高齢化率が最も高いのは平岡地区、次いで富岡地区、中川地区、根形地区となっており、

市全体の高齢化率（26.0％）を下回っている長浦地区、昭和地区とに二分されています。 

なお、地区別の高齢化率の推移をみると、すべての地区で高齢化率が上昇傾向で推移

しています。 

■地区別の年齢３区分人口及び高齢化率の状況■ 

≪年少人口：15 歳未満、生産年齢人口：15 歳以上 65 歳未満、老年人口：65 歳以上≫（単位：人） 

地  区 総   数 年少人口 生産年齢人口 老年人口 高齢化率 

昭和地区 17,627 2,806 11,029 3,792 21.5% 

長浦地区 27,344 3,831 16,833 6,680 24.4% 

根形地区 5,975 671 3,585 1,719 28.8% 

平岡地区 6,134 522 3,351 2,261 36.9% 

中川地区 4,084 462 2,304 1,318 32.3% 

富岡地区 1,565 137 900 528 33.7% 

袖ケ浦市全体 62,729 8,429 38,002 16,298 26.0% 

資料：住民基本台帳（平成 29年 10月 1 日現在） 

■地区別の高齢化率の推移■ 

 
資料：住民基本台帳（平成 29年 10月 1 日現在） 
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地区別の要支援・要介護認定者数では、長浦地区751人、昭和地区515人、平岡地区374

人、根形地区221人、中川地区201人、富岡地区61人の順になっています。 

要支援・要介護認定者数の65歳以上の高齢者数に対する割合では、平岡地区16.5％、中

川地区15.2％、昭和地区13.5％、根形地区12.8％、富岡地区11.5％、長浦地区11.2％となっ

ています。 

 

■地区別の要支援・要介護認定者数■ 

（単位：人） 

 
昭和地区 長浦地区 根形地区 平岡地区 中川地区 富岡地区 計 

要支援１ 76 101 29 37 24 11 278 

要支援２ 61 110 25 46 31 7 280 

小 計 137 211 54 83 55 18 558 

要介護１ 115 169 44 74 37 10 449 

要介護２ 80 115 36 41 39 12 323 

要介護３ 66 110 33 62 25 7 303 

要介護４ 65 92 37 69 28 9 300 

要介護５ 52 54 17 45 17 5 190 

小 計 378 540 167 291 146 43 1,565 

合 計 515 751 221 374 201 61 2,123 

65 歳以上人口 3,792 6,680 1,719 2,261 1,318 528 16,298 

割 合 13.5％ 11.2％ 12.8％ 16.5％ 15.2％ 11.5％ 13.0％ 

（注）「割合」は、65歳以上に占める割合 

市外居住者（住所地特例者）は除く。 

資料：袖ケ浦市介護保険課調べ（平成 29年 10月 1日現在） 
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（３）高齢者人口の推計 

袖ケ浦市人口ビジョンに基づき、平成 29年 10月１日時点の住民基本台帳の人口状況

等を考慮して算出した推計人口によると、本市の総人口は平成 32（2020）年には 63,597

人、また、団塊の世代が 75歳以上となる平成 37（2025）年には、63,705人となる見込

みです。そのうち 65 歳以上の高齢者数（第１号被保険者）では、平成 29 年に 16,298

人（高齢化率：26.0％）であったものが、平成 32年には 17,532人（高齢化率：27.6％）、

平成 37年には 18,109人（高齢化率：28.4％）になると見込まれます。 

高齢者人口を前期高齢者と後期高齢者に分けてみると、前期高齢者は、平成 29 年の

9,359人に対して平成 32年には 167人増加し（増加率：1.8％）、9,526人になると見込

まれ、その後減少する推計となっています。 

また、後期高齢者は、平成 29年の 6,939人に対して平成 32年には 1,067人増加し（増

加率：15.4％）、8,006 人となり、さらに、団塊の世代が後期高齢期に入る平成 37 年に

は、１万人を超え、後期高齢者数が前期高齢者数を上回る見込みです。 

■将来人口の推計■ 

 

資料：袖ケ浦市人口ビジョンに基づき、平成 29年 10月１日時点の住民基本台帳の人口状況等を

考慮し、算出した推計人口 
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２ 高齢者世帯の状況 

国勢調査によると、本市の一般世帯は、増加傾向で推移しています。また、高齢者のい

る世帯も増加しており、このうち、高齢単身世帯はこの 15年間で約 3.1倍に、高齢夫婦世

帯は約 2.8倍に増加しています。この結果、平成 27年には、全一般世帯の 42.1％、約 2.4

世帯に１世帯が高齢者のいる世帯となっており、この傾向はさらに強まっていくものと考

えられます。 

なお、千葉県及び全国の平均と比較すると、高齢者のいる世帯の割合は上回っているも

のの、高齢者単身世帯の割合はそれぞれ 2.1ポイント、3.3ポイント下回っています。 

■一般世帯数と高齢者のいる世帯数の推移■ 

（単位：世帯） 

 

袖ケ浦市 千葉県 全国(千世帯) 

平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 平成 27年 平成 27年 

一般世帯（Ａ） 18,639 19,732 21,335 22,545 2,604,839 53,332 

高齢者のいる世帯（Ｂ） 5,270 6,362 7,880 9,496 1,028,003 21,713 

  
比率 Ｂ／Ａ 28.3% 32.2% 36.9% 42.1% 39.5% 40.7% 

 
高齢者単身世帯（Ｃ） 576 838 1,165 1,769 258,253 5,928 

  
比率 Ｃ／Ａ 3.1% 4.2% 5.5% 7.8% 9.9% 11.1% 

 
高齢夫婦世帯数（Ｄ） 980 1,394 2,020 2,745 309,018 6,079 

  
比率 Ｄ／Ａ 5.3% 7.1% 9.5% 12.2% 11.9% 11.4% 

 
親族等と同居世帯（Ｅ） 3,714 4,130 4,695 4,982 460,732 9,706 

  
比率 Ｅ／Ａ 19.9% 20.9% 22.0% 22.1% 17.7% 18.2% 

（注）一般世帯（Ａ）は総世帯のうち、施設の入所者や病院等の入院者等を除いた世帯数 
高齢夫婦世帯（Ｄ）は、夫 65 歳以上妻 60歳以上の１組の一般世帯数 

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 

■一般世帯数と高齢者のいる世帯数の推移■ 

 
資料：国勢調査（各年 10月１日現在）     
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３ 高齢者の就労状況 

国勢調査によると、前述のとおり、本市の高齢者人口は、平成 12年が 7,897人であった

のに対し、平成 27年では約 1.9倍の 15,143人になっています。 

一方、高齢者の就労状況の推移をみると、高齢者のうち、「主に仕事」は、平成 12年が

1,169人であったのに対し、平成 27年では約 2.3倍の 2,653人となり、高齢者人口の伸び

率と比較して若干高い伸び率となっています。また、「家事のほか仕事」は、平成 12年が

437人であるの対し、平成 27年では約 2.0倍の 858人となっています。 

なお、仕事をした人（「主に仕事」「家事のほか仕事」「通学のかたわら仕事」の合計）の

高齢者人口に対する割合は、平成 12年以降 20％台で推移していましたが、平成 27年には

23.2％に上昇しており、高齢になっても仕事を継続している人が増加している状況がうか

がえます。 

■高齢者の就労状況■ 

（単位：人）  

 
平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

高齢者人口 7,897 9,620 12,157 15,143 

  

主に仕事 1,169 1,485 1,881 2,653 

家事のほか仕事 437 473 586 858 

通学のかたわら仕事 - 1 - - 

休業者（※１） 66 63 99 131 

完全失業者（※１） 74 110 220 114 

その他（※２） 6,100 7,423 9,371 11,387 

※１ 休業者とは仕事を休んでいた者、完全失業者とは仕事を探していた者 
※２ その他には、家事、通学のほか不詳を含む。 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 

■高齢者の就労状況の推移■ 

 

資料：国勢調査（各年 10月 1日現在） 
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第２節 介護保険給付等の状況 

１ 要支援・要介護認定者数と認定率の推移 

本市の第１号被保険者（65 歳以上）のうち、要介護・要支援認定者数は、平成 20 年度

は 1,500人弱でしたが、高齢化の進行に伴って年々増加し、平成 28年度では 2,100人となっ

ています。要支援・要介護度別では、要支援１と要介護１の人数が大きく増えています。 

また、認定率2については、年によって変動はあるものの、おおむね 12～13％程度の間

で推移しており、高齢化率と同様に、全国及び千葉県の平均と比べて低い割合で推移して

います。 

■要支援・要介護認定者数の推移■ 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報、平成 28年度のみ「介護保険事業状況報告」月報（平成 29年３月） 

 

■認定率の推移の比較■ 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報、平成 28年度のみ「介護保険事業状況報告」月報（平成 29年３月） 
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平成 27年度の要支援・要介護度別の構成割合をみると、本市は、中重度認定者（要介護

３～５）の割合が約４割で、全国及び千葉県よりも若干高くなっています。 

なお、全国、千葉県及び千葉県内他市の調整済み重度認定率と調整済み軽度認定率の分

布を散布図でみると、本市の調整済み重度認定率3は、全国及び千葉県の平均とほぼ同水準

となっていますが、調整済み軽度認定率は比較的低い水準に位置しています。 

■要支援・要介護度別構成割合の比較■ 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（平成 27 年度） 
 

■調整済み重度認定率と調整済み軽度認定率の分布■ 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（平成 27 年度） 

                            

 
3 調整済み認定率：認定率の多寡に大きな影響を及ぼす、「第１号被保険者の性・年齢構成」の影響を除外した認定率 
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２ 介護保険給付等の推移 

（１）介護保険サービス利用者（受給者）数と受給率の状況 

要支援・要介護認定者のうち、介護保険サービスを利用している受給者数をみると、

施設サービス、居住系サービス及び在宅サービスのすべてにおいて増加傾向で推移して

いますが、平成 26 年度から平成 28 年度にかけて要支援・要介護認定者は 237 人増加し

ているのに対し、受給者数は 59人の増加にとどまっています。 

なお、本項における施設サービス・居住系サービス・在宅サービスには、それぞれ以

下のサービスが含まれます。 

■介護保険サービスの種類■ 

種別 含まれるサービス 

施設サ－ビス 
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保

健施設、介護療養型医療施設 

居住系サ－ビス 
認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護 

在宅サ－ビス 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理

指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養

介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売費、住宅改修費、介護予防支援・居宅

介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密

着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模

多機能型居宅介護 

■介護保険サービス利用者（受給者）数の推移■ 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（12か月分の平均値） 
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■介護保険サービス利用者（受給者）割合の推移■ 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（12か月分の平均値） 

 

また、全国、千葉県及び千葉県内他市の在宅サービスと施設・居住系サービスの受給

率4の分布を散布図でみると、本市は、在宅サービスと施設・居住系サービスともに全国

及び千葉県の平均より低い水準に位置しています。 

■在宅サービスと施設・居住系サービスの受給率の分布■ 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（平成 29 年１月） 
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（２）介護費用額と受給者 1人当たり給付費の状況 

本市の介護費用額は、在宅サービス、居住系サービス、施設サービスのすべてにおい

て毎年増加傾向で推移しており、その合計額は、平成 27 年度で 31 億４千３百万円とな

り、平成 21年度から約９億円増加しています。 

■介護費用額の推移■ 

 

（注）補足給付は費用額に含まれていない。 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

 

また、在宅及び居住系サービスの受給者 1人当たり給付月額を要介護度別にみると、

要介護３、４を中心とする中重度認定者が、千葉県及び全国の平均より高くなっており、

これに伴い、受給者 1人当たり給付月額の合計額も高くなっています。 

■在宅及び居住系サービスの受給者 1人当たり給付月額（要介護度別）の比較■ 

（単位：円） 

区分 
受給者 1 人当たり給付月額 比較 

全国 千葉県 袖ケ浦市 対全国 対千葉県 

要支援１ 2,913 2,071 1,677 ▲ 1,236 ▲ 394 

要支援２ 5,638 3,886 2,974 ▲ 2,664 ▲ 912 

要介護１ 22,252 22,612 24,206  1,954  1,594 

要介護２ 26,838 27,565 25,168 ▲ 1,670 ▲ 2,397 

要介護３ 23,908 25,931 28,963  5,055  3,032 

要介護４ 19,323 21,580 24,993  5,670  3,413 

要介護５ 15,097 16,791 16,214  1,117 ▲ 577 

合計 115,968 120,436 124,195  8,227  3,759 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（平成 29 年１月） 
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第３節 第６期計画の高齢者福祉施策の取り組みと今後の課題 

第７期計画の策定にあたり、第６期計画に掲げた５つの基本目標ごとに施策の取り組み

内容と今後の課題について、次のとおりまとめました。 

 

１ ≪基本目標１≫介護予防の促進と健康寿命の延伸 

（１）介護予防事業の充実 

○おらが出張講座等により、地域に出向き、介護予防の啓発を行うとともに、袖ケ浦いき

いき百歳体操を普及し、自主活動団体の拡大に努めました。また、自主活動団体に対し、

補助金等の支援を行いました。 

 ≪おらが出張講座≫ 

項目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込み） 

計画 実施 継続 継続 

実績 

実施回数 39 回 

参加実人数 1134人 

参加延人数 1,134 人 

実施回数 56 回 

参加実人数 1,199 人 

参加延人数 1,356 人 

実施回数 45 回 

参加実人数 1,100 人 

参加延人数 1,464 人 

 ≪袖ケ浦いきいき百歳体操≫ 

項目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込み） 

計画 実施 継続 継続 

実績 

実施団体数 25 

実施回数 805回 

参加実人数 466 人 

参加延人数 9,529 人 

実施団体数 45 

開催回数 1,628 回 

参加実人数 799 人 

参加延人数 19,297 人 

実施団体数 52 

開催回数 2,064 回 

参加実人数 1,000 人 

参加延人数 23,156 人 

 

○平成 28 年度には、市内のリハビリテーション職を対象とした、袖ケ浦市リハビリテー

ション職等連絡協議会、それに係る統合部会及び作業部会を設置し、今後、効率的かつ

効果的な介護予防の取り組みを行う準備をしました。 

項目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込み） 

計画 検討 検討 実施 

実績 
検討 

準備 

連絡協議会５回開催 

作業部会 ３回開催 

連絡協議会３回開催 

作業部会 ７回開催 

 

【今後の課題】 

○介護予防の充実を図る上で、地域住民の協力、高齢者本人の意識が必要となってくるほか、

袖ケ浦いきいき百歳体操では、誰もが歩いて参加できる会場の確保、活動の中心となる人

材の発掘や介護予防を必要とする高齢者の把握等が必要となります。 
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（２）健康づくりサービスの充実 

○健康づくり支援センターにおいて、相談事業や高齢者対象の各種教室を開催しました。

全利用者のうち、高齢者の利用率は 50％を超えています。 

○総合型地域スポーツクラブでは、加入率は２％程度と目標の３％には達していませんが、

健康寿命延伸の一助となっています。また、高齢者スポーツ大会を開催することにより、

健康の保持及び相互交流を図っています。 

≪総合型地域スポーツクラブ加入率≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込み） 

計  画 3.0％ 3.0％ 3.0％ 

実  績 2.1％ 2.0％ 3.0％ 

 

【今後の課題】 

○健康づくり支援センターの利用者数及び総合型地域スポーツクラブの加入率は目標値に達

していないため、実施内容の見直しや、新規種目の導入などを図る必要があります。また、

高齢者スポーツ大会においても、年々参加者が減少しているため、参加者を増加させる策

を講じる必要があります。 

○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査からＱＯＬを低下させていると想定される口腔機能や

失禁予防の取り組みを進め、健康寿命の延伸につなげていく必要があります。 
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（３）疾病予防の推進 

○疾病の早期発見や予防をするため、健康診査、人間ドック検診料の助成、各種検診、予

防接種及び健康相談等を行いました。特定健康診査や健康相談、歯科検診等の受診率に

おいて目標値を達成していない事業もありますが、おおむね高齢者等の疾病予防に寄与

できています。 

事業名 目標成果 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込み） 

特定健康診査及

び特定保健指導 

実施 

目標 

受診率 

指導率 

受診率 

56.0％ 

指導率 

50.0％ 

受診率 

58.0％ 

指導率 

55.0％ 

受診率 

60.0％ 

指導率 

60.0％ 

実績 
受診率 

指導率 

受診率 

52.3％ 

指導率 

38.5％ 

受診率 

51.2％（暫定値） 

指導率 

38.6％（暫定値） 

受診率 

60.0％ 

指導率 

60.0％ 

後期高齢者健康

診査 

実施 

目標 
受診率 34.1％ 35.0％ 継続 

実績 受診率 55.7％ 55.5％ 57.1％ 

人間ドック検診

料の助成 

実施 

目標 
人数 

国保加入者 

580人 

後期加入者 

76 人 

国保加入者 

580人 

後期加入者 

91 人 

国保加入者 

580人 

後期加入者 

109人 

実績 人数 

国保加入者 

604人 

後期加入者 

84 人 

国保加入者 

595人 

後期加入者 

98 人 

国保加入者 

600人 

後期加入者 

110人 

 

【今後の課題】 

○目標値に達しなかった事業はもちろん、目標値を達成した事業でも、周知方法や啓発方法

を工夫し、さらに受診率等を上げていく必要があります。 
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２ ≪基本目標２≫介護と医療の連携の推進 

（１）在宅医療と介護の連携の推進 

○医療介護連携推進会議及び作業部会を開催し、連携に向けた各種取り組みを行っていま

す。 

○在宅医療・介護連携に関するパンフレット（在宅医療と介護マップ）を市民等に配布し、

普及啓発を実施しました。 

 

【今後の課題】 

○本事業の推進には、地域の医療関係者や介護関係者等の専門職の理解・協力が不可欠であ

り、本事業の必要性について理解を深められるように、積極的な関係づくりを進め、協力

を仰いでいく必要があります。 
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３ ≪基本目標３≫高齢者の住まいの支援 

（１）高齢者が安心して暮らせる住まいの支援 

○高齢者が住み慣れた自宅で安心して暮らせるよう、希望する方へ耐震診断及び耐震補強

工事の助成を行いました。また、自宅のバリアフリー等の改修工事の費用を無利子で貸

し付ける事業も用意しましたが、利用者はいませんでした。 

≪高齢者への耐震改修工事補助件数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 13 件 14 件 14 件 

実  績 10 件 12 件 19 件 

 

○ひとり暮らし高齢者宅へは、春及び秋の火災予防運動の期間にあわせ、防火診断を行い

ました。 

≪防火診断実施数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 90 人 90 人 90 人 

実  績 68 人 59 人 90 人 

 

○多世代同居を支援するため、住宅新築等の費用の一部を助成するとともに、環境及び経

済的理由により生活が困難になった高齢者を、養護老人ホームに措置しました。 

≪世代間支え合い家族支援事業利用数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 10 件 12 件 14 件 

実  績 3 件 10 件 14 件 

 

【今後の課題】 

○一部の事業において、目標値を達成することができていないため、ＰＲ活動の方法などを

工夫していく必要があります。また、養護老人ホームの措置については、引き続き対象者

の把握に努め、適切な措置を図る必要があります。 
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４ ≪基本目標４≫介護サービスの充実 

（１）将来を見据えた介護サービスの充実 

○在宅介護（予防）サービス、介護施設サービス、地域密着型サービスの整備については、

「別表：介護保険サービス等の実績」のとおり実施しています。 

○要介護状態の軽減、又は悪化防止のため、在宅や住み慣れた地域で生活を続けたいとい

う利用者の希望に応じたサービスを提供し、その費用について介護給付として給付しま

した。 

○介護相談員等が利用者宅や介護保険施設等を随時訪問し、利用者の相談やサービスの現

状把握、サービス提供事業者との意見交換などを行うことで介護サービスの質の向上に

努めました。 

 

【今後の課題】 

○在宅介護（予防）サービスについては、基盤整備に伴う施設入所に係る給付費の増加や、

高齢化の進行に伴う認定者の増加、サービス利用者の増による給付費の増加が見込まれま

す。 

○要介護度３～５の要介護者が増加している中で、介護施設サービスの入所待機者も増加す

ることが想定されるため、その受け皿の一つである特別養護老人ホームが整備されるので、

待機者の動向について引き続き注視していく必要があります。 

○住み慣れた地域での生活を維持するためのサービスを充実させることを目的とし、訪問系

サービスとして定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通いが中心の小規模多機能型居宅介

護の整備を計画し、どちらも公募を行いましたが、応募者がいないという現状でした。利

用者の選択の幅が広がり、利用者にあったサービスが受けられるよう、引き続きこれらの

整備を推進し、本市の実情に合った内容等について検討していく必要があります。 

○介護相談員派遣等事業については、高齢化の進行に伴い新規申請の増加や基盤整備に伴う

訪問施設の増加により、訪問対象者の増が見込まれるため訪問体制等の検討が必要となり

ます。 
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【別表：介護保険サービス等の実績】 

 

 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 2,820 2,844 2,892
実績値 2,768 2,920 3,104
比較 ▲ 52 76 212

計画値 55,541 56,738 58,594
実績値 62,021 67,388 66,376
比較 6,480 10,650 7,782

計画値 1,128 1,212 612
実績値 1,193 481 0
比較 65 ▲ 731 ▲ 612

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 492 516 552
実績値 474 510 532
比較 ▲ 18 ▲ 6 ▲ 20

計画値 2,254 2,444 2,632
実績値 2,228 2,305 2,390
比較 ▲ 26 ▲ 139 ▲ 242

計画値 0 0 0
実績値 5 1 0
比較 5 1 0

計画値 0 0 0
実績値 19 2 0
比較 19 2 0

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 996 1,116 1,224
実績値 754 872 991
比較 ▲ 242 ▲ 244 ▲ 233

計画値 8,408 11,936 16,124
実績値 5,934 6,608 8,497
比較 ▲ 2,474 ▲ 5,328 ▲ 7,627

計画値 120 144 180
実績値 136 157 145
比較 16 13 ▲ 35

計画値 444 625 932
実績値 845 1,172 1,485
比較 401 547 553

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 36 48 48
実績値 104 126 129
比較 68 78 81

計画値 324 337 349
実績値 1,032 1,525 2,111
比較 708 1,188 1,762

計画値 6 12 24
実績値 7 12 0
比較 1 0 ▲ 24

計画値 54 107 253
実績値 60 82 0
比較 6 ▲ 25 ▲ 253

介護予防訪問リハビリテーション
要支援
１・２

延人数

延回数

　④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

項　目 利用人数
第６期計画実績

訪問リハビリテーション
要介護
１～５

延人数

延回数

訪問看護
要介護
１～５

延人数

延回数

介護予防訪問看護
要支援
１・２

延人数

延回数

介護予防訪問入浴介護
要支援
１・２

延人数

延回数

　③ 訪問看護・介護予防訪問看護

項　目 利用人数
第６期計画実績

　② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

項　目 利用人数
第６期計画実績

訪問入浴介護
要介護
１～５

延人数

延回数

訪問介護
要介護
１～５

延人数

延回数

介護予防訪問介護
要支援
１・２

延人数

（１） 在宅介護（予防）サービスの実績及び見込み

　① 訪問介護・介護予防訪問介護

項　目 利用人数
第６期計画実績
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 900 996 1,080
実績値 984 1,277 1,519
比較 84 281 439

計画値 60 72 84
実績値 84 123 158
比較 24 51 74

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 4,812 2,928 3,120
実績値 4,964 3,022 3,246
比較 152 94 126

計画値 43,397 26,030 26,983
実績値 45,597 26,176 29,465
比較 2,200 146 2,482

計画値 1,380 1,476 708
実績値 1,344 521 6
比較 ▲ 36 ▲ 955 ▲ 702

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 2,412 2,592 2,760
実績値 1,978 1,859 2,227
比較 ▲ 434 ▲ 733 ▲ 533

計画値 18,076 19,865 21,770
実績値 15,874 15,434 17,082
比較 ▲ 2,202 ▲ 4,431 ▲ 4,688

計画値 768 828 924
実績値 751 646 540
比較 ▲ 17 ▲ 182 ▲ 384

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 2,904 3,036 3,120
実績値 2,463 2,611 2,827
比較 ▲ 441 ▲ 425 ▲ 293

計画値 54,311 60,347 65,111
実績値 42,530 46,249 52,753
比較 ▲ 11,781 ▲ 14,098 ▲ 12,358

計画値 84 132 192
実績値 29 57 73
比較 ▲ 55 ▲ 75 ▲ 119

計画値 815 1,375 2,078
実績値 147 461 1,112
比較 ▲ 668 ▲ 914 ▲ 966

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 192 192 192
実績値 162 134 90
比較 ▲ 30 ▲ 58 ▲ 102

計画値 1,080 1,080 1,080
実績値 1,169 847 485
比較 89 ▲ 233 ▲ 595

計画値 0 0 0
実績値 1 2 0
比較 1 2 0

計画値 0 0 0
実績値 2 11 0
比較 2 11 0

短期入所療養介護
要介護
１～５

延人数

延日数

介護予防短期入所療養介護
要支援
１・２

延人数

延日数

介護予防短期入所生活介護
要支援
１・２

延人数

延日数

　⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

項　目 利用人数
第６期計画実績

　⑧ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

項　目 利用人数
第６期計画実績

短期入所生活介護
要介護
１～５

延人数

延日数

通所リハビリテーション
要介護
１～５

延人数

延回数

介護予防通所リハビリテーション
要支援
１・２

延人数

介護予防通所介護
要支援
１・２

延人数

　⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

項　目 利用人数
第６期計画実績

　⑥ 通所介護・介護予防通所介護

項　目 利用人数
第６期計画実績

通所介護
要介護
１～５

延人数

延回数

居宅療養管理指導
要介護
１～５

延人数

介護予防居宅療養管理指導
要支援
１・２

延人数

　⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

項　目 利用人数
第６期計画実績
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 264 300 396
実績値 223 277 311
比較 ▲ 41 ▲ 23 ▲ 85

計画値 12 24 36
実績値 16 45 216
比較 4 21 180

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 5,508 5,676 5,916
実績値 5,175 5,479 6,075
比較 ▲ 333 ▲ 197 159

計画値 984 1,056 1,152
実績値 1,056 1,253 1,410
比較 72 197 258

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 144 156 168
実績値 129 141 181
比較 ▲ 15 ▲ 15 13

計画値 48 60 72
実績値 43 34 25
比較 ▲ 5 ▲ 26 ▲ 47

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 120 132 144
実績値 89 100 135
比較 ▲ 31 ▲ 32 ▲ 9

計画値 48 60 72
実績値 45 45 59
比較 ▲ 3 ▲ 15 ▲ 13

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 10,548 11,028 11,604
実績値 9,975 10,560 11,265
比較 ▲ 573 ▲ 468 ▲ 339

計画値 3,072 3,168 3,348
実績値 3,315 2,457 1,463
比較 243 ▲ 711 ▲ 1,885

介護予防特定施設入居者生活介護
要支援
１・２

延人数

　⑪ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

項　目 利用人数
第６期計画実績

　⑩ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

項　目 利用人数
第６期計画実績

特定施設入居者生活介護
要介護
１～５

延人数

項　目 利用人数
第６期計画実績

特定福祉用具購入費
要介護
１～５

延人数

福祉用具貸与 延人数

介護予防福祉用具貸与
要支援
１・２

延人数

　⑫ 特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費

要介護
１～５

住宅改修
要介護
１～５

延人数

介護予防住宅改修
要支援
１・２

延人数

特定介護予防福祉用具購入費
要支援
１・２

延人数

　⑬ 住宅改修・介護予防住宅改修

項　目 利用人数
第６期計画実績

介護予防支援
要支援
１・２

延人数

　⑭ 居宅介護支援・介護予防支援

項　目 利用人数
第６期計画実績

居宅介護支援
要介護
１～５

延人数
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 2,472 2,532 2,988
実績値 2,418 2,281 2,251
比較 ▲ 54 ▲ 251 ▲ 737

計画値 1,560 1,560 1,560
実績値 1,764 1,927 1,927
比較 204 367 367

計画値 144 144 144
実績値 94 88 96
比較 ▲ 50 ▲ 56 ▲ 48

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 0 120 360
実績値 0 2 0
比較 0 ▲ 118 ▲ 360

計画値 48 48 60
実績値 61 49 57
比較 13 1 ▲ 3

計画値 12 24 24
実績値 22 29 20
比較 10 5 ▲ 4

計画値 96 144 276
実績値 18 72 117
比較 ▲ 78 ▲ 72 ▲ 159

計画値 0 24 96
実績値 0 0 0
比較 0 ▲ 24 ▲ 96

計画値 396 408 420
実績値 416 417 435
比較 20 9 15

計画値 0 0 0
実績値 0 0 0
比較 0 0 0

計画値 696 1,044 1,044
実績値 690 918 1,044
比較 ▲ 6 ▲ 126 0

計画値 0 2,076 2,220
実績値 0 2,612 2,665
比較 0 536 445

地域密着型通所介護（仮称）
要介護
１～５

延人数

介護予防認知症対応型共同生活介護
要支援

２
延人数

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
要介護
３～５

延人数

介護予防小規模多機能型居宅介護
要支援
１・２

延人数

認知症対応型共同生活介護
要介護
１～５

延人数

介護予防認知症対応型通所介護
要支援
１・２

延人数

小規模多機能型居宅介護
要介護
１～５

延人数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
要介護
１～５

延人数

認知症対応型通所介護
要介護
１～５

延人数

介護療養型医療施設
要支援
１・２

延人数

（３） 地域密着型サービス量の実績及び見込み

項　目 利用人数
第６期計画実績

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

要介護
３～５

延人数

介護老人保健施設
要介護
１～５

延人数

（２） 介護施設サービス量の実績及び見込み

項　目 利用人数
第６期計画実績
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（※１）開設事業者は、平成 25年度に協議済みです。 

（※２）開設事業者は、平成 25年度に協議済みです。 

 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 －
１施設

定員80人
H29年度開設

－

実績値 － ０施設 －

計画値 － － －

実績値 － － －

計画値 － － －

実績値 － － －

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29（見込み）

計画値 － １事業所 １事業所

実績値 ０事業所 ０事業所

計画値 － － －

実績値 － － －

計画値
１施設(※1)

定員18人
H27年度開設

－
１施設

定員25人

実績値
１施設

定員18人
H27年度開設

－ ０施設

計画値 － － －

実績値 － － －

計画値
１施設(※2)

定員29人
H28年度開設

－ －

実績値 －
１施設

定員29人
－

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
２施設

定員58人

(介護予防)認知症対応型通所介護
１事業所
定員３人

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ０施設

(介護予防)認知症対応型共同生活介護
３施設

定員36人

　② 地域密着型サービス

項　目 Ｈ26年度末時点 施設等
第６期計画実績

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ０事業所

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
３施設

定員215人

介護老人保健施設
２施設

定員190人

介護療養型医療施設 ０施設

（４） 介護施設サービス・地域密着型サービスの実績及び見込み

　① 介護施設サービス

項　目 Ｈ26年度末時点 施設等
第６期計画実績
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５ ≪基本目標５≫高齢者の生活支援の推進 

（１）認知症支援の推進 

○頭の元気度測定会を開催し、認知症の早期発見を図り、測定結果に応じたアドバイスを

実施しました。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

開催回数 43 回 43 回 40 回 

人数（延） 233人 205人 200人 

 

○認知症初期集中支援チームを官民連携のもと立ち上げ、認知症の方及び家族への早期支

援を行いました。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

訪問回数（延） 14 回 34 回 30 回 

 

○地域における認知症に対する理解を促進するため、認知症サポーター養成講座を行いま

した。 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

開催回数 27 回 20 回 20 回 

人  数 821人 947人 546人 

累計 6,007 人 6,954 人 7,500 人 

 

○地域包括支援センターで相談を受けた認知症の疑いのある人等に対し、必要時オレンジ

連携シート等を活用し、医療への情報提供及び情報共有を行いました。 

 

【今後の課題】 

○認知症に対する理解が十分であるとは言えず、今後も認知症サポーター養成講座等により

啓発を継続していく必要があります。 

○認知症初期集中支援チームの活動支援や関係機関との連携の促進により、認知症の人への

早期支援や家族の介護負担の軽減に努めていく必要があります。 
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（２）高齢者が安全に暮らせるまちづくりの推進 

○高齢者が安全に生活できるように、自宅においては、必要な方への緊急通報システムの

設置など生活支援用具の貸与及び給付、救急医療情報キットの配布などを行いました。 

≪緊急通報システム設置台数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 301台 302台 303台 

実  績 284台 278台 298台 

≪救急医療情報キット配布総数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 560人 610人 670人 

実  績 620人 712人 772人 

 

○外出時においては、新たな歩道の整備や、事故を未然に防ぐための交通安全教室などを

行いました。 

≪交通安全教室実施回数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 10 回 10 回 10 回 

実  績 11 回 8 回 10 回 

 

○その他、市民に対し普通救命講習の実施や、災害時要援護者台帳への登録、犯罪被害に

あわないための講習会の開催など非常時・災害時の支援対策を行いました。 

≪応急手当（普通救命講習・上級救命講習）参加者数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 700人 700人 700人 

実  績 560人 622人 700人 

 

【今後の課題】 

○ひとり暮らし高齢者で、潜在的な援護を必要とする方の増加や、高齢者を取り巻く問題の

多様化・複雑化が進む中で、今後も事故や虐待の発生の増加が予測されるため、迅速かつ

適切な対応が必要となります。 
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（３）高齢者が安心して生活するための支援 

○在宅高齢者及びその家族を支援するため、家族介護用品（紙おむつ）支給や理容師の派

遣などの事業を行っているほか、ひとり暮らし高齢者に対しては、漏水調査や給食サー

ビスなどを行っています。また、地域住民や各種専門職を交えて地域の課題について検

討を行う地域ケア会議を開催し、地域の実情を把握し、幅広い視点で検討を行いました。 

≪家族介護用品（紙おむつ）支給事業利用者数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 611人 640人 690人 

実  績 579人 593人 690人 

≪給食（配食）サービス配食数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 5,000 食 5,000 食 5,000 食 

実  績 3,821 食 3,791 食 5,000 食 

 

○その他、判断能力が低下し、家族等からの支援が期待できない高齢者に対し、市が申し

立てを行い成年後見制度の利用につなげました。 

 

【今後の課題】 

○高齢化の進行に伴い、認知症等判断能力の低下した高齢者が増加していくと予想されるた

め、成年後見制度の普及啓発、制度利用に当たっての相談支援や関係機関との連携ネット

ワークの構築が必要となります。 

○生活支援短期宿泊事業や理容師派遣事業などは利用者が減少しており、必要な人に必要な

サービスが提供されるような周知が必要と考えられます。 
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（４）高齢者の生きがいや社会参画の推進 

○市民会館をはじめ各公民館や地区社会福祉協議会などにより、高齢者学級、ふれあいサ

ロン等の開催や、交流の場を提供し、高齢者の生きがい促進を図りました。 

≪高齢者学級生徒数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 570人 600人 630人 

実  績 542人 501人 630人 

 

○袖ケ浦市シルバー人材センターの運営補助や、高齢者を雇用する事業主に対する補助、

ボランティアセンターの充実など、培った技術や知識を活かしながら活躍できるように、

社会参加や地域貢献活動等の機会提供の推進を図りました。 

≪シニアクラブ連合会登録単位クラブ数≫ 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年（見込み） 

計  画 27 クラブ 27 クラブ 27 クラブ 

実  績 23 クラブ 20 クラブ 19 クラブ 

 

【今後の課題】 

○60歳以上高齢者等の就労環境の変化や年金支給年齢の引き上げなどにより、60歳を過ぎて

も就労する方が多く、事業を必要とする方の把握や事業の内容など、検討していく必要が

あります。 
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第４節 アンケート調査結果からみる今後のニーズ等 

袖ケ浦市高齢者福祉計画の見直し及び第７期介護保険事業計画の策定のための基礎資料

とするために実施した各種アンケート調査結果にみられる主な高齢者の生活の実態や生活

支援ニーズ等をまとめると次のとおりです。 

 

１ アンケート調査の概要 

（１）調査票の種類等 

調査票 対象者 調査方法 調査時期 

介護予防・日常生
活圏域ニーズ調査 

①一般高齢者（市内にお住まいの 65歳以上の

方）のうち 1,670 人を無作為抽出 

郵送法 
平成 29年 

１～３月 

②要支援１・２、介護予防・日常生活支援総

合事業（市内にお住まいの65歳以上の方で、

要支援１・２に認定されている方、介護予

防・日常生活支援総合事業の方）のうち 478

人を無作為抽出 

介護保険・高齢者
福祉に関する調査 

③要介護１・２認定者（市内にお住まいの要

介護１・２に認定されている方）のうち 367

人を無作為抽出 

郵送法 
平成 29年 

１～３月 

④要介護３～５認定者（市内にお住まいの要

介護３～５に認定されている方）のうち 285

人を無作為抽出 

⑤満 40歳～64歳の市民（市内にお住まいの満

40 歳～64歳の方）のうち 500 人を無作為抽

出 

在宅介護実態調査 

⑥要支援・要介護認定の更新・区分変更申請

に伴う認定調査を行った、市内の居宅にお

住まいの方 

認定調査員
による聞き
取り調査 

平成 28年 11月 
～平成 29年５月 

事業者調査 
⑦袖ケ浦市内で介護サービスを提供している

事業所 
郵送法 平成 29年６月 

（２）アンケートの回収状況 

調査票 対象 配布数 有効回収数 有効回収率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

① 1,670 1,317 78.9％ 

② 478 385 80.5％ 

小計 2,148 1,702 79.2％ 

介護保険・高齢者福祉に関する調査 

③ 367 270 73.6％ 

④ 285 199 69.8％ 

⑤ 500 293 58.6％ 

在宅介護実態調査 ⑥ 414 352 85.0％ 

事業者調査 ⑦ 95 57 60.0％ 
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（３）回答者の属性 

■介護予防・日常生活圏域ニーズ調査                           

 

 

■介護保険・高齢者福祉に関する調査                           

 

 

■在宅介護実態調査            ■事業者調査                 

 

 

件数 構成比（％） 件数 構成比（％） 件数 構成比（％）

男性 613 46.5 105 27.3 718 42.2
女性 660 50.1 256 66.5 916 53.8
無回答 44 3.3 24 6.2 68 4.0

65～69歳 471 35.8 24 6.2 495 29.1
70～74歳 357 27.1 32 8.3 389 22.9
75～79歳 267 20.3 82 21.3 349 20.5
80歳～84歳 148 11.2 107 27.8 255 15.0
85歳以上 62 4.7 123 31.9 185 10.9
無回答 12 0.9 17 4.4 29 1.7

昭和地区 345 26.2 83 21.6 428 18.8
長浦地区 506 38.4 137 35.6 643 39.9
根形地区 122 9.3 33 8.6 155 12.6
平岡地区 159 12.1 59 15.3 218 11.6
中川・富岡地区 130 9.9 48 12.5 178 14.7
無回答 55 4.2 25 6.5 80 2.4

小計①一般高齢者 ②要支援１・２、総合事業対象者

区分

性
別

年
齢

居
住
地
区

件数 構成比（％） 回答数 構成比（％） 件数 構成比（％）

男性 95 0.4 70 35.2 男性 131 44.7
女性 173 64.1 127 63.8 女性 161 54.9
無回答 2 0.7 2 1.0 無回答 1 0.3

65歳未満 14 520% 17 8.5 40～44歳 39 13.3
65～69歳 21 7.8 8 4.0 45～49歳 45 15.4
70～74歳 26 9.6 22 11.1 50～54歳 33 11.3
75～79歳 35 13.0 34 17.1 55～59歳 40 13.7
80～84歳 57 21.1 33 16.6 60～64歳 131 44.7
85～89歳 61 22.6 34 17.1 無回答 5 1.7

90歳以上 56 20.7 50 25.1 昭和地区 55 18.8
無回答 0 0.0 1 0.5 長浦地区 117 39.9

昭和地区 78 28.9 38 19.1 根形地区 37 12.6
長浦地区 96 35.6 58 29.1 平岡地区 34 11.6
根形地区 26 9.6 41 20.6 中川・富岡地区 43 14.7
平岡地区 31 11.5 33 16.6 無回答 7 2.4

中川・富岡地区 34 12.6 27 13.6
無回答 5 1.9 2 1.0

年
齢年

齢

居
住
地
区

居
住
地
区

⑤満40歳～64歳の市民

区分 区分

性
別

性
別

③要介護１・２認定者 ④要介護３～５認定者

件数 構成比 件数 構成比

男性 95 31.0 株式会社 12 21.1
女性 173 69.0 有限会社 11 19.3
無回答 2 0.0 医療法人 15 26.3
65歳未満 12 3.4 社会福祉法人 6 10.5
65～69歳 22 6.3 協同組合 0 0.0
70～74歳 26 7.4 財団法人・社団法人 0 0.0
75～79歳 53 15.1 ＮＰＯ法人 3 5.3
80～84歳 83 23.6 その他 10 17.5
85～89歳 87 24.7 無回答 0 0.0
90～94歳 54 15.3 １年未満 4 7.0
95～99歳 12 3.4 １年以上３年未満 5 8.8
100歳以上 3 0.9 ３年以上７年未満 4 7.0
無回答 0 0.0 ７年以上10年未満 4 7.0

10年以上 22 38.6
無回答 18 31.6

区分

運
営
主
体

介
運
営
年
数

区分

性
別

年
齢

⑦介護サービス事業所⑥認定調査対象者
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7.1 14.2 43.1 33.9

1.7

ほとんど外
出しない

週１回 週２～４回 週５回以上 無回答

ｎ

1702
全体

21.9 15.6 47.4 13.3

1.9

ほとんど外出
しない

週１回 週２～４回 週５回以上 無回答

ｎ

270

（％）

全体

【要介護１・２】 

48.7 8.5 32.2 8.5

2.0

ほとんど外出
しない

週１回 週２～４回 週５回以上 無回答

ｎ

199

（％）

全体

【要介護３～５】 

49.1

27.1

16.0

7.5

7.3

6.1

5.3

3.1

2.5

0.4

0.5

1.2

0 10 20 30 40 50 60

自動車自分で運転

自動車家族が運転

徒歩のみ

電車

自転車・バイク

バス

タクシー

自動車家族以外が運転

病院や施設のバス

電動車いす

その他

外出していない

（％）n=1702

○
通
院 

55.3

28.1

6.5

5.0

4.5

4.0

2.0

1.0

1.0

0.5

5.5

12.6

0 10 20 30 40 50 60

自動車（家族が運転）

車いす（介助あり）

病院や施設のバス

自動車（家族以外が運転）

タクシー

徒歩のみ（付き添い、介助あり）

車いす、電動車いす（自分で操作する）

自動車（自分で運転）

公共交通（電車、バス）

徒歩のみ（付き添い、介助なし）

その他

外出していない

（％）
n=199

【要介護３～５】 

２ アンケート調査結果の概要 

（１）外出について 

■週に 1回以上の外出（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）                

「週２～４回」が最も多く、

次いで「週５回以上」、「週１回」、

「ほとんど外出しない」となっ

ています。 

■週に 1回以上の外出（介護保険・高齢者福祉に関する調査）                

要介護認定者では、外出頻度

に大きな差がみられます。要介

護１・２の人は「ほとんど外出

しない」割合が 21.9％と約５人

に１人の割合であるのに対して、

要介護３以上の方の割合は

48.7％と約２人に１人となって

います。 

 

■外出の移動手段（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）                  

外出の移動手段について、「通院」

に関しては、「自動車を自分で運転

する」が最も多く、「家族の運転す

る車を利用する」「徒歩で外出する」

といった項目が続いています。 

 

 

■外出の移動手段（介護保険・高齢者福祉に関する調査）                  

 

要介護３～５認定者の「通院」

時の外出の移動手段については、

「自動車（家族が運転）」が最も多

く、次いで「車いす（介助あり）」

となっています。 

 

 

○
通
院 
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【要介護３～５】 

65.3 31.7

2.0 1.0

市内にいる 市外にいる いない 無回答

ｎ

199

（％）

全体

【要介護１・２】 

77.0 20.7

1.9 0.4

市内にいる 市外にいる いない 無回答

ｎ

270

（％）

全体

【要介護１・２】 

48.5 6.7 41.9

3.0

市内にいる 市外にいる いない 無回答

ｎ

270

（％）

全体

【要介護３～５】 

42.2 9.5 45.2

3.0

市内にいる 市外にいる いない 無回答

ｎ

199

（％）

全体

【要介護１・２】 

【要介護３～５】 

62.2 33.0

4.8

はい いいえ 無回答

ｎ

270

（％）

全体

57.8 37.7

4.5

はい いいえ 無回答

ｎ

199

（％）

全体

（２）医療について 

■かかりつけの医師はいるか（介護保険・高齢者福祉に関する調査）             

 

要介護１・２認定者、要介

護３～５認定者とも、大多数

の人が、かかりつけの医師が

いると回答しています。 

 

 

 

 

 

■かかりつけの歯科医はいるか（介護保険・高齢者福祉に関する調査）             

 

かかりつけの歯科医につい

ては、要介護１・２認定者、

要介護３～５認定者とも、半

数程度となっており、介護度

が低い人の方が若干多くなっ

ています。 

 

 

 

■処方薬や市販薬の相談ができる薬剤師はいるか（介護保険・高齢者福祉に関する調査）        

 

処方薬や市販薬の相談がで

きる薬剤師については、要介

護１・２認定者は６割強、要

介護３～５認定者は６割弱と

なっており、介護度が低い人

の方が多くなっています。 

 

 

 

 



第２章 高齢者を取り巻く状況と課題 第４節 アンケート調査結果からみる今後のニーズ等 

 39 

（３）生活機能について 

■生活機能判定結果（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）                 

今回実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、介護予防のための生活機能を評価

する項目が設けられており、調査項目の回答結果をもとに、各機能を評価しました。評価、

判定結果は以下のとおりです。 

リスク該当者の割合が最も多いのは「認知症」であり、全体で 47.9％が該当しています。

次いで「転倒」の 32.8％、「咀しゃく機能」の 26.3％、「運動器機能」の 22.2％などの順

となっています。 

これらの結果を性別でみると「女性」が多く、また、年齢階級が上がるほどその割合が

多くなっています。 

居住地区別では高齢化率が高い、「根形地区」「平岡地区」「中川・富岡地区」で該当者が

多くなっています。 

■生活機能判定リスク該当者の割合■ 

（単位：％）      

  

運
動
器
機
能 

栄
養
改
善 

咀
し
ゃ
く
機
能 

閉
じ
こ
も
り 

認
知
症 

う
つ 

転
倒 

ｎ 

全体  22.2 1.2 26.3 21.3 47.9 20.0 32.8 1,702 

性別 男性 13.2 0.8 20.8 16.9 41.6 16.0 27.6 718 

  女性 28.7 1.6 29.9 24.3 52.4 22.5 36.4 916 

年齢 65～69歳 7.1 0.6 18 10.7 37.6 13.3 25.7 495 

  70～74歳 10.8 1.5 21.3 14.9 41.4 17.5 28.0 389 

  75～79歳 22.1 0.3 27.5 19.5 51.6 22.1 33.5 349 

  80～84歳 39.2 2.7 39.6 31.8 56.5 23.1 39.2 255 

  85 歳以上 58.9 2.2 37.8 49.2 68.1 31.9 50.3 185 

居住地区 昭和区 17.1 0.7 23.6 18.9 46.5 17.1 32.2 428 

  長浦区 20.2 1.9 26.4 17.4 44.2 20.5 29.7 643 

  根形地区 23.9 0.0 25.8 22.6 54.8 20.0 36.8 155 

  平岡地区 26.6 0.9 27.5 25.7 50.9 18.3 32.1 218 

  中川・富岡地区 31.5 2.2 27.5 30.9 52.2 20.8 38.8 178 

（注）網掛け：各項目の全体よりリスクが高いもの 



第２章 高齢者を取り巻く状況と課題 第４節 アンケート調査結果からみる今後のニーズ等 

 40 

0.7 1.1 1.7

5.7 5.6 52.5 32.6

3.1

7.4 7.0 5.5

3.3

46.2 27.5

1.5

5.1 10.95.6 44.1 27.6

0.2 0.7 1.1 3.0 2.8

57.4 34.9

0.8 0.5 1.7 3.9 2.4

57.8 33.0

0.0 0.3 1.1

6.2 25.5 37.2 29.8

11.7 7.0

1.4 1.7 2.3

47.5 28.5

週４回以

上

週２～３

回

週１回 月１～３

回

年に数回 参加して

いない

無回答

ｎ

1317

1317

1317

1317

1317

1317

1317

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

老人クラブ・シニアクラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

（％）

5.1

【満 40 歳～64歳】 

48.5

47.4

40.6

32.4

26.6

19.5

15.0

13.7

13.3

11.6

8.2

3.1

1.7

1.4

3.8

0 10 20 30 40 50 60

働くこと

個人で行う趣味の活動

友人や知人との交際

健康づくり・介護予防

趣味のサークルやクラブ活動

スポーツ活動

パソコンなどの情報機器の利用

学習や教養を高めるための活動

子どもや若い世代との交流

近隣との付き合い

ボランティア活動

自治会、町内会活動

高齢者クラブ活動

その他

特にない

（％）
n=293

（４）地域での活動について 

■近所とのつきあいは必要なことだと感じるか（介護保険・高齢者福祉に関する調査）     

満 40 歳～64 歳の市民に近

所とのつきあいは必要なこと

だと感じるかについて尋ねた

ところ、「どちらかといえば感

じる」が最も多く、これに「非

常に感じる」を合わせた 

“感じる”は 69.3％となって

います。 

 

■老後やってみたいこと（介護保険・高齢者福祉に関する調査）               

 

満 40 歳～64 歳の市民が、

老後やってみたいことについ

ては、「働くこと」が最も多く、

次いで「個人で行う趣味の活

動」が続き、以下、「友人や知

人との交際」などとなってい

ます。 

 

 

 

 

■会・グループ等への参加状況（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）            

○一般高齢者 

一般高齢者の会・

グループ等への参加

状況をみると、週１

回以上という回答は、

「スポーツ関係のグ

ループ」で他の活動

より多くなっていま

す。 

26.3 43.0 20.5 6.5

2.7 1.0

非常に感じ
る

どちらかと
いえば感じ

る

どちらとも
いえない

あまり感じ
ない

感じない 無回答

ｎ

293

（％）

全体

【満 40 歳～64歳】 
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8.9 47.5 37.7 5.8

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

ｎ

1702
全体

【要介護１・２】 

3.7

25.9 61.9 8.5

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

ｎ

270

（％）

全体

【満 40歳～64歳】 

6.5 61.1 30.0

2.4

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

ｎ

293

（％）

全体

【要介護１・２】 

【満 40 歳～64歳】 

1.1

11.5 77.4 10.0

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

ｎ

270

（％）

全体

2.7

37.2 57.0

3.1

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

ｎ

293

（％）

全体

■地域活動に参加者として参加したいか（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）        

地域活動への参加者として

の参加意思は「是非」「参加し

てもよい」という回答の人が

５割強を占めています。 

 

■地域活動に参加者として参加したいか（介護保険・高齢者福祉に関する調査）        

満 40 歳～64 歳の市民の地

域活動への参加者としての参

加意思については、「是非」「参

加してもよい」という回答の

人が７割弱を占めている一方、

要介護１・２認定者について

は、３割弱にとどまっていま

す。 

 

 

■地域活動に企画・運営として参加したいか（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）      

地域活動への企画・運営役

としての参加の意思は３割強

となっています。 

 

 

■地域活動に企画・運営として参加したいか（介護保険・高齢者福祉に関する調査）      

 

満 40 歳～64 歳の市民の地

域活動への企画・運営役とし

ての参加の意思は約４割と

なっています。 

一方、要介護１・２認定者

については、「参加したくない」

が８割弱を占めています。 

 

 

 

2.5

30.1 61.1 6.3

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

ｎ

1702全体
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41.5

34.9

32.0

32.0

23.9

22.2

18.7

22.2

0 10 20 30 40 50

通院

日用品の買い物

身の回りの掃除

毎日の食事作り

ゴミ出し

洗濯・洗濯物干し

入浴

その他

（％）n=347

（５）たすけあいについて 

■困りごとの内容（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）                  

「普段の生活で困りごと

はありますか」の設問に、

1,702 人中「はい」と答え

た約２割（347 人）の人に

対し、困りごとの内容をう

かがったところ、「通院」が

最も多く、次いで「日用品

の買い物」となっています。 

 

（６）認知症に関する取り組みについて 

■認知症に関して必要と思う取り組み（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）         

認知症に関して必要と

思う取り組みについては、

一般高齢者、要支援者と

いった、自立高齢者や軽

度者を対象としているこ

とから、「認知症に関する

正しい知識の普及」や「予 

防に関する普及」が「相

談対応」や「受診への支 

援」といった認知症の人 

への実際の対応よりも、 

必要とする割合が高く 

なっています。 

49.4

41.6

27.2

22.4

25.6

16.6

34.9

44.1

12.3

1.6

0 10 20 30 40 50 60

認知症に関する正しい知識の普及

認知症が疑われる人や家族への相談対応

認知症の方の家族同士の集い

地域における認知症関連の情報発信

認知症カフェなどの開設

認知症の人の近隣の方々のための相談対応

認知症の受診につなげるための支援

認知症の予防に関する普及

わからない

その他

（％）n=1702
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■認知症に関して必要と思う取り組み（介護保険・高齢者福祉に関する調査）              

 

要介護１・２認定者の

必要だと思う認知症に関

する取り組みについては、

「認知症に関する正しい

知識の普及」が最も多く、

以下「認知症の人や家族

のための相談対応」「認知

症の予防に関する普及」

などとなっています。 

要介護３～５認定者の

必要だと思う認知症に関

する取り組みについては、

「認知症の人や家族のた

めの相談対応」が最も多

く、以下「認知症に関す

る正しい知識の普及」な

どとなっています。 

 

 

 

【要介護１・２】 

48.9

46.7

24.1

28.5

20.0

14.4

37.8

41.5

16.3

3.7

0 10 20 30 40 50 60

認知症に関する正しい知識の普及

認知症の人や家族のための相談対応

家族が励まし合い情報交換等ができる集い

地域における認知症関連の情報発信

気軽に集い相談できる認知症ｶﾌｪなどの開設

近くに住んでいる人のための相談対応

認知症や疑いのある人を受診につなげる支援

認知症の予防に関する普及

わからない

その他

（％）n=270

【要介護３～５】 

54.8

55.3

25.6

24.6

20.1

19.1

42.7

45.7

9.5

2.5

0 10 20 30 40 50 60

認知症に関する正しい知識の普及

認知症の人や家族のための相談対応

家族が励まし合い情報交換等ができる集い

地域における認知症関連の情報発信

気軽に集い相談できる認知症ｶﾌｪなどの開設

近くに住んでいる人のための相談対応

認知症や疑いのある人を受診につなげる支援

認知症の予防に関する普及

わからない

その他

（％）n=199
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45.8

24.6

15.9

14.7

13.3

12.9

10.3

8.7

7.9

7.8

4.9

4.4

4.3

4.1

1.6

1.5

1.1

0.8

12.3

0 10 20 30 40 50

高血圧

目の病気

筋骨格の病気

糖尿病

高脂血症

ない

心臓病

胃腸・肝臓・胆のうの病気

耳の病気

腎臓・前立腺の病気

呼吸器の病気

脳卒中

外傷

がん

うつ病

血液・免疫の病気

認知症

パーキンソン病

その他

（％）
n=1702

（７）健康について 

■現在治療中又は後遺症のある病気（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）         

 

現在治療中の病気は「高血

圧」が最も多く、次いで、「目

の病気」、「筋骨格の病気」、「糖

尿病」等、加齢に伴う疾患が

上位を占めています。 

 

 

 

 

 

 

■失禁が生活上、支障をきたす、手当てをしている（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）   

 

尿失禁が日常生活にお

いて支障をきたしたり、

手当てをしている割合は

全体では 17％であるも

のの、男性は 10.7％、女

性では 22.5％と性差が

大きくなっています。ま

た、加齢に伴い、その割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.0 75.1 7.8

10.7 83.4 5.8

22.5 69.7 7.9

7.9 88.5

3.6

10.5 85.3

4.1

19.2 71.6 9.2

28.6 58.0 13.3

33.5 54.1 12.4

12.6 79.4 7.9

16.5 79.2

4.4

20.0 69.7 10.3

19.7 68.3 11.9

23.6 69.1 7.3

11.2 82.8 6.0

40.3 50.2 9.6

はい いいえ 無回答 ｎ

1702

718

916

495

389

349

255

185

428

643

155

218

178

1246

313

性
別

年
齢

居
住
地
区

要
介
護
度

全体

男

女

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

認定を受けていない

要支援

（％）
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（８）生活支援サービス・保険サービスについて 

■生活支援サービスの今後の利用意向（介護保険・高齢者福祉に関する調査）         

 

要介護認定者の生活支

援サービスの今後の利用

意向については、要介護

１・２認定者、要介護３

～５認定者とも、「紙おむ

つ等の支給」が多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護１・２】 

19.6 37.4 24.8 18.1

18.1 33.7 27.4 20.7

21.5 30.0 24.4 24.1

16.7 37.4 26.3 19.6

17.0 33.3 28.5 21.1

51.5 14.8 14.1 19.6

13.0 29.3 20.0 37.8

11.9 22.2 27.8 38.1

利用したい 利用の予定はな
い

わからない 無回答

ｎ

270

270

270

270

270

270

270

270

(1) はり･きゅう･ﾏｯｻｰｼﾞ施術費

(2) 緊急通報システムの貸与

(3) 緊急医療キットの配布

(4) 高齢者等住宅整備資金の貸付

(5) 家具転倒防止器具取付事業

(6) 紙おむつ等の支給

(7) 理容師派遣

(8) 家族介護慰労金支給

（％）

【要介護３～５】 

15.1 35.2 29.1 20.6

12.6 40.7 25.6 21.1

16.6 35.2 28.1 20.1

10.1 48.2 21.6 20.1

14.6 42.7 22.6 20.1

64.8 10.6 10.1 14.6

30.2 35.7 17.6 16.6

19.1 32.2 27.1 21.6

利用したい 利用の予定はな
い

わからない 無回答

ｎ

199

199

199

199

199

199

199

199

(1) はり･きゅう･ﾏｯｻｰｼﾞ施術費

(2) 緊急通報システムの貸与

(3) 緊急医療キットの配布

(4) 高齢者等住宅整備資金の貸付

(5) 家具転倒防止器具取付事業

(6) 紙おむつ等の支給

(7) 理容師派遣

(8) 家族介護慰労金支給

（％）
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【要介護３～５】 

【要介護１・２】 

84.4 7.5 8.0

はい いいえ 無回答

ｎ

199

（％）

全体

83.3 6.3 10.4

はい いいえ 無回答

ｎ

270

（％）

全体

【満 40 歳～64歳】 

76.1 18.4 5.5

はい いいえ 無回答

ｎ

293

（％）

全体

79.3 8.5 12.3

84.1 7.2 8.6

81.3 8.1 10.6

73.5 13.5 12.9

73.4 7.8 18.8

80.9 6.7 12.4

はい いいえ 無回答 ｎ

1702

428

643

155

218

178

住
ま
い
の
地
区

全体

昭和地区

長浦地区

根形地区

平岡地区

中川・富岡地区

（９）地域で暮らす意向について 

■住み慣れた地域で最期まで暮らしたいか（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）         

住み慣れた地域で最期

まで暮らしたいかについ

ては、「はい」は８割弱と

なっていますが、根形地

区・平岡地区においては

７割強と若干低くなって

います。 

また、「暮らし続けたく 

ない理由」としては、「買 

い物が不便」であったり、

「車がないと生活できな

い」といった交通の問題

があげられています。 

 

■住み慣れた地域で最期まで暮らしたいか（介護保険・高齢者福祉に関する調査）       

 

住み慣れた地域で最

期まで暮らし続けたい

かについて、「はい」と

回答した割合について

は、満 40 歳～64 歳の

市民で 76.1％、要介護

１・２認定者で 83.3％、

要介護３～５認定者で

84.4％となっています。 

なお、「いいえ」の理

由としては、ニーズ調

査と同様、「交通の問題」 

のほか、「介護施設に入

りたい」「近くにスー

パーがない」「子どもの

家の近くに住みたい」

「地域の方との交流が

ない」などがあげられ

ています。 
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（10）家族介護等の状況について 

■介護に関する不安や悩みがあるか（介護保険・高齢者福祉に関する調査）          

 

要介護認定者の介護者に、

介護に関する不安や悩みがあ

るか尋ねたところ、要介護

１・２認定者では「ある」が

75.4％、要介護３～５認定者

では 73.9％となっています。 

 

 

■不安や悩みの内容（介護保険・高齢者福祉に関する調査）                 

 

不安や悩みの内容について

は、要介護１・２認定者、要

介護３～５認定者とも「スト

レスや精神的負担が大きい」

が最も多くなっています。 

そのほか、「気持ちや考えて

いることがわからない」、「世

話の負担が重く肉体的負担が

大きい」「体調や状態の変化が

わかりにくい」などが多く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護３～５】 

【要介護１・２】 

75.4 14.7 9.9

ある ない 無回答

ｎ

252

（％）

全体

73.9 14.6 11.6

ある ない 無回答

ｎ

199

（％）

全体

【要介護１・２】 

43.7

17.9

46.3

32.1

70.5

20.5

15.8

11.6

4.7

15.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

体調や状態の変化がわかりにくい

介護の仕方がわからない

気持ちや考えていることがわからない

世話の負担が重く肉体的負担が大きい

ストレスや精神的負担が大きい

介護に要する経済的負担が大きい

他の家族や親族が協力的でない

相談する相手がいない

介護と子育てを担うため負担が大きい

その他

（％）n=190

【要介護３～５】 

53.1

20.4

48.3

61.9

73.5

42.2

17.0

11.6

4.1

10.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

体調や状態の変化がわかりにくい

介護の仕方がわからない

気持ちや考えていることがわからない

世話の負担が重く肉体的負担が大きい

ストレスや精神的負担が大きい

介護に要する経済的負担が大きい

他の家族や親族が協力的でない

相談する相手がいない

介護と子育てを担うため負担が大きい

その他

（％）n=147
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6.2%

12.3%

4.9%

23.5%

2.5%

0.0%

17.3%

45.7%

8.6%

17.3%

3.7%

23.5%

30.9%

8.6%

4.9%

9.9%

3.7%

22.4%

27.3%

15.4%

28.0%

7.7%

8.4%

17.5%

37.8%

20.3%

39.9%

4.2%

28.0%

25.2%

17.5%

4.9%

7.0%

0.0%

54.1%

59.0%

19.7%

23.0%

16.4%

14.8%

24.6%

34.4%

14.8%

36.1%

3.3%

27.9%

27.9%

19.7%

6.6%

4.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

要支援１・２(n=81) 要介護１・２(n=143) 要介護３以上(n=61)

0.0%

0.0%

1.3%

5.1%

1.3%

3.8%

6.3%

82.3%

7.6%

1.3%

1.3%

51.9%

84.8%

41.8%

1.3%

0.0%

12.1%

14.3%

11.4%

22.9%

21.4%

31.4%

17.1%

75.0%

57.9%

22.9%

3.6%

82.9%

87.9%

75.7%

5.0%

0.0%

59.1%

53.0%

47.0%

31.8%

59.1%

65.2%

51.5%

81.8%

71.2%

36.4%

13.6%

87.9%

90.9%

86.4%

4.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

要支援１・２(n=79) 要介護１・２(n=140) 要介護３以上(n=66)

■要介護度別・介護者が不安に感じる介護（在宅介護実態調査）               

 

在宅介護実態調査において、要介護度別

の介護者が不安に感じる介護について尋ね

たところ、全体的に介護度に関係なく不安

度が高い項目として「外出の付き添い、送

迎等」と「認知症状への対応」「食事の準備

（調理等）」「その他の家事（掃除、洗濯、

買い物等）」の項目が多くなっています。 

なお、介護度が上がると不安になる項目

として「日中の排泄」及び「夜間の排泄」

があげられます。 

 

 

 

 

 

■要介護度別・主な介護者が行っている介護（在宅介護実態調査）               

 

要介護度別に主な介護者が行っている介

護は、介護度が上がるとほぼすべての項目

の割合が増える傾向が顕著にみられます。 

また、「その他の家事（掃除、洗濯、買い

物等）」や「食事の準備（調理等）」「金銭管

理や生活面に必要な諸手続き」「外出の付き

添い、送迎等」などは 80％を超える割合と

なっています。 
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（11）今後の介護保険事業や高齢者施策について 

■今後の介護保険料と高齢者施策のあり方について（介護保険・高齢者福祉に関する調査）   

 

満 40歳～64歳の市民の今後の保険料と高齢者施策のあり方についての意向については、「保

険料が高くても給付されるサービスを充実」が最も多く、次いで「現行の水準のままでよい」

「サービスを抑えても保険料が低ければよい」となっています。 

■今後力を入れてほしい高齢者施策（介護保険・高齢者福祉に関する調査）          

満 40 歳～64 歳の市民の今

後力を入れてほしい高齢者施

策については、「介護している

家族への支援」が最も多く、

次いで「ひとり暮らし高齢者

への支援」が続き、以下、「介

護予防・認知症予防のための

対策」などとなっています。 

 

 

■不足又は今後不足する介護サービス（事業者調査）                    

介護サービス事業者に

不足又は今後不足する介

護サービスについて尋ね

たところ、「訪問看護」が

最も多く、次いで「定期

巡回・随時対応型訪問介

護看護」「小規模多機能型

居宅介護」「看護小規模多

機能型居宅介護」などと

なっています。 

 

 

【満 40 歳～64歳】 

33.4 10.9 21.5 30.4

3.8

保険料が高く
ても給付され
るサービスを
充実

サービスを抑
えても保険料
が低ければよ
い

現行の水準の
ままでよい

わからない 無回答

ｎ

293

（％）

全体

【満 40 歳～64歳】 

51.9

41.3

30.7

29.7

28.3

28.3

24.6

15.4

0.7

0 10 20 30 40 50 60

介護している家族への支援

ひとり暮らし高齢者への支援

介護予防・認知症予防のための対策

相互に助け合える地域づくりの支援

健康づくりの支援

高齢者の働く場づくり

災害時に支援が必要な方への対策

高齢者の集いの場の充実

その他

（％）n=293

10.5
8.8
8.8
8.8

7.0
7.0
7.0

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

0.0
0.0

14.0

0 10 20

訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

訪問介護
介護療養型医療施設
夜間対応型訪問介護

訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護

ボランティア等による見守り
通所介護

居宅療養管理指導
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設

認知症対応型共同生活介護
訪問型サービスB
訪問型サービスC
訪問型サービスD
通所型サービスB
通所型サービスC

居宅介護支援・介護予防支援
福祉用具貸与

住宅改修
短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

療養通所介護
訪問型サービスA
通所型サービスA

配食サービス
特定福祉用具販売

その他
特になし

（％）n=57
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63.2

38.6

22.8

17.5

15.8

14.0

10.5

1.8

5.3

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70

人員の確保

採算が取れるか

新規サービスのノウハウがない

参入資金の調達

施設や事業所の確保

新規ｻｰﾋﾞｽに対する利用者ﾆｰｽﾞがわからない

事業所指定等の手続きが複雑

その他

特にない

わからない

（％）n=57

（12）介護サービス提供の今後の意向 

■今後提供したい介護サービス（事業者調査）                       

介護サービス事業者に平成

32(2020)年度までのサービス

提供に関する意向について尋

ねたところ、全体の回答数は

低かったものの、「居宅介護支

援・介護予防支援」が 8.8％

で最も多く、次いで「居宅療

養管理指導」「地域密着型通所

介護」「小規模多機能型居宅介

護」が同率で 3.5％となって

います。 

 

 

 

■新規事業に参入する際の課題（事業者調査）                       

新規事業に参入する際の

課題については、「人員の確

保」が他を引き離して最も

多く、人員不足が最大の課

題となっていることがわか

ります。 

 

 

 

■介護サービスを新設する場合にあるとよい支援（事業者調査）             

介護サービスを新設する

場合にあるとよい支援につ

いては、「人員確保のための

支援」が最も多く、以下、

「利用者ニーズについての

情報提供」などとなってい

ます。 

8.8
3.5

3.5

3.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8
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0.0
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10

居宅介護支援・介護予防支援

居宅療養管理指導

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護

訪問介護

訪問看護

通所介護

福祉用具貸与

短期入所生活介護

短期入所療養介護

認知症対応型共同生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

訪問入浴介護

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

特定福祉用具販売

住宅改修

特定施設入居者生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型特定施設入居者生活介護

療養通所介護

（％）
n=57

59.6

42.1

31.6

29.8

26.3

26.3

1.8

3.5

0 10 20 30 40 50 60 70

人員確保のための支援

利用者ニーズについての情報提供

国や県の動向についての情報提供

参入条件や手続きについての情報提供

介護保険制度の最新情報の提供

サービス提供に関わる情報提供

その他

特にない

（％）n=57
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第５節 第７期計画における重点課題 

高齢者、要介護者数等の推移動向、今後の施策ニーズ、第６期計画の実施状況、介護保

険制度の改正等を踏まえ、第７期計画の重点課題を次のとおり整理します。 

 

重点課題１：高齢者の健康づくりと自立した生活への支援の充実 

 

アンケート調査結果では、運動器や口腔、認知機能の低下リスクが比較的高い割合と

なりました。活力ある地域社会をつくるため、若い段階からの健康づくりや介護予防に

取り組み、自立した期間をできるだけ延ばしていく必要があります。 

なお、口腔機能、運動、栄養はそれぞれの機能、状態が密接に関連しており、それぞ

れを関連付け、介護予防に取り組んでいくことが必要です。 

 

重点課題２：在宅生活を支援するサービスの充実、安定した生活の場の確保 

 

在宅介護実態調査では、日中及び夜間の排泄や、家事全般に関することなど、介護度

が上がり、認知症自立度が下がるとともに、24 時間介護を必要とする要介護者の割合が

増えていくことが明らかになっています。今後も後期高齢者が増加していくことを踏ま

えると、在宅でも介護度が高い高齢者が増加していくことが見込まれることから、重度

の要介護者、単身や夫婦のみの高齢者世帯及び認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心

して生活を継続できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅

介護のほか、医療関係者と介護関係者の連携体制を強化して、医療ニーズにも対応でき

る看護小規模多機能型居宅介護等の整備を進め、適切に提供できる体制を整備していく

必要があります。 

また、介護老人福祉施設については、介護が必要な状態や認知症になると家族や近所

に迷惑をかけたくないという思いから、施設への入所を希望する割合が高まることも踏

まえ、安心して老後を送れる環境を今から整備しておくことは重要です。 

さらに、家族等介護者に対する相談体制の強化や、介護知識の普及・介護技術の向上、

精神面での支援等をおこない、介護者の負担軽減を図る取り組みを推進していく必要が

あります。 
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重点課題３：高齢者の生きがいづくり、活動の活性化 

 

高齢者は身体機能の衰えとともに、家に閉じこもりがちになり、心身の機能低下を助

長することとなります。アンケート調査結果からも、高齢になるほど地域活動への参加

意欲は希薄になる傾向となっています。また、外出手段の確保が困難であるという声も

多く、「暮らし続けたくない理由」として、「買い物が不便」であったり、「車がないと

生活できない」といった交通の問題が挙げられるなど、介護予防、社会参加、ＱＯＬの

向上といった面からも外出支援の充実は重要な要素と考えられます。 

高齢者が安心して外出し、活躍の場を拡大していくため、外出支援の充実や就労・地

域活動などへ参加できる仕組みづくりを進めるとともに、元気な高齢者が、地域活動や

就労の場で新たな支え手・担い手として活躍することにより、生涯現役で活躍できる社

会環境を整えていく必要があります。 

 

重点課題４：地域で高齢者を見守り、支える体制の整備 

 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域や自宅で生活を続けていくためには、介護保険

サービスだけでは限界があり、地域により高齢者を見守り支える、きめ細やかな支援が

重要です。このため、行政のみならず市民・事業者、関係機関等がそれぞれの役割と連

携のもとに協働して取り組み、地域包括ケアシステムを推進していく必要があります。 

また、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者等の支援を必要とする方が増えて

いくなかで、地域包括支援センターを中心とした相談体制の強化とあわせ、高齢者虐待

防止、成年後見制度の活用の促進、防犯・防災体制の強化、認知症に対する正しい理解

の普及・啓発の推進等に取り組み、誰もが安心して住み続けることができる地域社会の

実現を図っていく必要があります。 

さらに、介護保険サービス、介護保険以外のサービスについて、民間事業者をはじめ

とした多様な主体による多様なサービの創設、参入や人材育成への支援を通じて、地域

で高齢者を見守り、支えていく体制の整備を図る必要があります。 
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第３章 計画の基本理念と基本的方向 

第１節 計画の基本理念 

第６期計画においては、袖ケ浦市総合計画及び袖ケ浦市地域福祉計画を踏まえ、団塊の

世代が 75 歳以上となる平成 37（2025）年を見据えつつ、地域包括ケアシステムの構築に

向けた「地域包括ケア推進プラン」として位置づけて、第６期計画以降を視野に入れた計

画を策定し、施策・事業を遂行してきました。 

今後ますます高齢化が進行していく中で、要介護者の増加や高齢者の生活意識、ニーズ

等がさらに多様化していくことが予想されており、より一層、高齢者の自立支援と要介護

状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、介護保険制度の持続可能性を確

保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにして

いく必要があります。 

第７期の本計画では、これまでの実績を踏まえるとともに、第８期、第９期を見据えて

段階的に取り組みを進めていくため、第６期計画までの理念「ふれあいとささえあい 共

にはぐくむ 高齢社会」を継承し、地域包括ケアシステムの深化・推進を図り、高齢者が

住み慣れた地域で支え合い、安心して暮らし続けられる高齢社会の実現を目指します。 

 

■第７期計画の基本理念■ 

 

 

 

 

ふれあいとささえあい 

共にはぐくむ 高齢社会 

 

 

 

ふれあいとささえあい 

共にはぐくむ 高齢社会 
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第２節 計画の基本目標と施策の体系 

１ 計画の基本目標 

基本理念を踏まえ、第６期計画における課題や市民ニーズを踏まえながら重点課題への

取り組みを行うとともに、第７期計画における地域包括ケアシステムのさらなる充実に向

け、４つの基本目標を設定し、施策を推進していきます。 

 

基本目標１：健康でいきいきとした暮らしの実現 

高齢者が可能な限り、生涯にわたって心身ともに健康でいきいきと暮らしていくことが

できるよう、介護予防・日常生活支援総合事業のさらなる整備や自立支援のためのリハビ

リテーションの充実を進め、高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止に向けた包括的な

取り組みを行います。 

また、定期的な健康診査等の受診を促進し、個々の身体的状況に応じた生活習慣づくり

に市民が主体的に継続して取り組めるよう支援して健康寿命の延伸を目指すとともに、高

齢者の経験や知識を活かし、社会的役割や生きがいを持って活動・活躍できるよう社会参

加を促すため、介護予防を通じた交流活動や、地域活動への参画支援、就業機会の確保等

に努めます。 

 

基本目標２：住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備 

高齢者が安心して在宅生活を営めるように、相談支援や日常生活支援の充実に努めると

ともに、住宅におけるバリアフリー化や多世代同居等の支援や、外出しやすい環境の整備

に努めます。 

また、高齢者が必要な医療や介護を受けながら、住み慣れた地域でできるだけ長く生活

を続けられるように、地域における医療・介護の連携を進め、切れ目のない在宅医療と在

宅介護の提供体制の構築を図ります。さらに、介護する家族の身体的、精神的及び経済的

負担の軽減を図るとともに、介護者が安心して介護を続けることができるよう、支援の充

実に取り組みます。 

 

基本目標３：介護サービスの充実、福祉・介護人材の確保及び育成 

高齢化のさらなる進行と要介護等高齢者数の伸びを踏まえて、介護保険制度改正への対

応とともに、介護サービスの質と量を確保し、介護相談体制の充実、介護給付の適正化に

よる介護保険事業の円滑な運営、質の向上を図ります。 

さらに、福祉・介護に携わる人材への需要に対応すべく、就業の促進、定着支援に努め

ます。 
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基本目標４：地域で支え合う仕組みづくりの推進 

住民が地域活動に参加することによる地域での支え合いの体制づくりを推進します。ま

た、住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けていくことができるよう、救急医療対策、

見守り、権利擁護、防災対策等の施策を推進します。 

 

第２章第５節「第７期計画における重点課題」については、次のようにそれぞれの基本

目標の中で、課題解決に向けて対応していきます。 

 

第７期計画における重点課題 
基本目標 

１ ２ ３ ４ 

１ 高齢者の健康づくりと自立した生活への支援の充実 ○  ○  

２ 在宅生活を支援するサービスの充実、安定した生活の場の確保  ○ ○ ○ 

３ 高齢者の生きがいづくり、活動の活性化 ○ ○   

４ 地域で高齢者を見守り、支える体制の整備  ○ ○ ○ 
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２ 施策の体系 

計画の基本目標を実現するために、以下の施策の体系で、施策の推進を図ります。 

 

【基本理念】      【基本目標】             【基本施策】 

ふ
れ
あ
い
と
さ
さ
え
あ
い 

共
に
は
ぐ
く
む 

高
齢
社
会 

    
  

（１）介護予防・重度化防止の推進 

   
    

  
    

 
  

 
  

 
    

（２）多様な健康づくりの推進 
    １ 健康でいきいきとした暮ら

しの実現 

    

  
 

  
 

  

  
  

    
（３）疾病予防の推進 

  
   

  

  
  

  
 

  

  
  

    
（４）社会参加と生きがいづくりの促進 

  
   

  

  
     

 
  

  
  （１）相談支援体制の充実と適切なケアマネ

ジメントの推進 
 

  
 

    

 
      

 
  

 
  

 
    

（２）在宅医療と介護の連携の推進 
    ２ 住み慣れた地域で安心して

暮らせる環境の整備 

    

  
 

  
 

  

  
  

    （３）自立や介護に配慮した住まい・まちづ
くりの推進   

   
  

  
  

  
 

  

  
  

    
（４）家族介護者への支援の充実 

  
   

  

  
     

    
  

  
（１）将来を見据えた介護サービスの充実 

  
   

  

  
 

  
 

    

    ３ 介護サービスの充実、福祉・
介護人材の確保及び育成 

    
（２）生活支援サービスの充実 

    
 

  

  
   

    

  
   

  
（３）福祉・介護人材の定着支援 

  
   

  

      
  

  

  
 

  
 

  
（１）互いに支え合う地域づくりの推進 

    ４ 地域で支え合う仕組みづく
りの推進 

    

 
    

 
  

  
  

  
  

（２）安全・安心な生活環境の確保 
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３ 日常生活圏域の設定 

日常生活圏域の設定について、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条

件、人口、交通事情その他社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の

整備状況その他の条件を総合的に勘案した結果、第６期計画と同一区域である昭和地区、

長浦地区、根形地区、平岡地区、中川・富岡地区の５つの圏域としサービスの提供・充実

を図ります。 

また、地域密着型サービスの整備については、これまでの計画と同様に、人口条件等に

配慮し、長浦地区、昭和・根形地区、平岡・中川・富岡地区の３地区とします。 

 

■袖ケ浦市の日常生活圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区別人口 17,627人 

高齢者人口 3,792人 

高齢化率 21.5％ 

 

 

地区別人口 16,439人 

高齢者人口 3,442人 

高齢化率 20.9％ 

 

地区別人口 27,344人 

高齢者人口 6,680人 

高齢化率 24.4％ 

 

 

地区別人口 27,215人 

高齢者人口 5,746人 

高齢化率 21.1％ 

 

地区別人口 5,975人 

高齢者人口 1,719人 

高齢化率 28.8％ 

 

 

地区別人口 6,099人 

高齢者人口 1,507人 

高齢化率 24.7％ 

 

地区別人口 6,134人 

高齢者人口 2,261人 

高齢化率 36.9％ 

 

 

地区別人口 6,351人 

高齢者人口 2,154人 

高齢化率 33.9％ 

 

地区別人口 5,649人 

高齢者人口 1,846人 

高齢化率 32.6％ 

 

 

地区別人口 5,832人 

高齢者人口 1,701人 

高齢化率 29.2％ 

 

平成 29年 10月 1日現在 

 

平成 26年 10月１日現在 
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■高齢者日常生活圏域の区分 

圏域名 住所 

昭和地区 
坂戸市場、奈良輪、奈良輪１丁目～２丁目、袖ケ浦駅前１丁目～２丁目、 

福王台１丁目～４丁目、神納、神納１丁目～２丁目、南袖 

長浦地区 

今井、今井１丁目～３丁目、蔵波、蔵波台１丁目～７丁目、長浦、 

長浦駅前１丁目～８丁目、久保田、久保田１丁目～２丁目、代宿、久保田代宿入

会地、椎の森、北袖、中袖 

根形地区 飯富、下新田、三ツ作、大曽根、野田、勝、のぞみ野 

平岡地区 
永地、下泉、高谷、三箇、三箇錯綜、川原井、林、野里、上泉、 

永吉、岩井 

中川・富岡地区 

百目木、百目木錯綜、横田、大鳥居、三黒、谷中、真理錯綜、 

下内橋錯綜、戸国飛地、下根岸、阿部、堂谷、打越、大竹、滝の口、 

吉野田、玉野、上宮田、下宮田 
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第４章 施策の展開 

第１節 健康でいきいきとした暮らしの実現 

１ 介護予防・重度化防止の推進 

【取り組みの方向】 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるように、介護が必要な状態

になることの予防や重度化を防止するための事業の推進を図ります。 

【事業の体系】 

【事業名】 

    
①介護予防・生活支援サービス事業 

    

    
②介護予防普及啓発事業 

    

【基本施策】 

    
③地域介護予防活動支援事業 

 
  

介護予防・ 
重度化防止の推進 

  
④介護予防把握事業 

   

    
⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

    

     
⑥一般介護予防事業評価事業 

  
  

⑦認知症予防の推進 
 

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 

介護予防・生活
支援サービス事
業 
【改善】 

要支援者及び介護予防・生

活支援サービス事業対象者

に対して、地域の実情に合

わせた多様なサービスによ

り、効果的・効率的に介護予

防や日常生活支援を行って

いきます。 

・ 資格や人
員等の基準
を緩和した
訪問型サー
ビスＡの充実 
・専門職によ
る短期集中
予防サービ
スＣの充実 
・住民主体に
よるサービス
Ｂ及びサー
ビスＤの実
施の可能性
に向けた検
討 

継続 継続 高齢者支援課 
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事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

② 
介護予防普及
啓発事業 
【改善】 

「おらが出張講座」の開催や

広報紙への掲載、イベント時

の啓発パンフレットの配布に

より、介護予防の必要性につ

いて普及啓発活動を行ない

ます。 

また、食べる楽しみを持ち続

けられるよう、口腔機能の維

持のための相談や講習会を

実施します。 

さらに、活動的な生活が送れ

るよう、失禁予防のための体

操等、講習会を実施します。 

介護予防体操である「袖ケ浦

いきいき百歳体操」について

は、実施地域や参加者のさ

らなる拡大を図っていきま

す。 

・「口腔機能

維持・向上」

及び「失禁予

防 ・失禁対

策」のための

相談や講習

会の実施 

・袖ケ浦いき

いき百歳体

操参加者 

1,000人 

・「口腔機能

維持・向上」

及び「失禁予

防 ・失禁対

策」のための

相談や講習

会の実施 

・袖ケ浦いき

いき百歳体

操参加者 

1,050人 

・「口腔機能

維持・向上」

及び「失禁予

防 ・失禁対

策」のための

相談や講習

会の実施 

・袖ケ浦いき

いき百歳体

操参加者 

1,100人 

高齢者支援課 

③ 
地域介護予防
活動支援事業 
【改善】 

介護予防活動団体に対し、

必要時、保健師等による技

術支援や補助金による財政

支援により活動の継続を図り

ます。 

また、介護予防の取り組みを

支援するサポーター（はつら

つシニアサポーター）の支援

により、介護予防活動の円

滑な実施に結び付けます。 

さらに、袖ケ浦いきいき百歳

体操実施団体同士の交流、

発表の場を設け、モチベー

ションの維持に努め、活動の

継続を支援していきます。 

袖ケ浦いき
いき百歳体
操全市交
流会の実
施 

継続 継続 高齢者支援課 

④ 
介護予防把握
事業 
【継続】 

医療機関や民生委員等から

の様々な情報を活用し、生

活機能が低下し支援が必要

な高齢者を把握します。 

なお、事業で把握した情報

は、訪問通所一体型サービ

スＣ（専門職による短期集中

サービス）等、各種介護予防

につなげていきます。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 

⑤ 

地域 リ ハ ビ リ
テーション活動
支援事業 
【改善】 

地域における介護予防の取

り組みを強化するために、リ

ハビリテーション専門職等の

関与を促進していきます。 

・ リ ハ ビ リ

テーション職

等による介

護予防団体

への集団指

導、個別評

価の実施 

・地域ケア会

議への参加 

継続 継続 高齢者支援課 
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事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

⑥ 
一般介護予防
事業評価事業 
【継続】 

一般介護予防事業（普及啓

発、地域活動支援等）の実施

状況を含め、地域づくりの観

点から介護予防・日常生活

支援総合事業全体の評価を

行っていきます。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 

⑦ 
認知症予防の
推進 
【改善】 

認知症予防のための講演会

等を開催するなどし、認知機

能評価支援システムの活用

を進め、認知症予防に関して

の普及啓発を充実していき

ます。 

認知症予防

の講演会等

の実施 

継続 継続 高齢者支援課 
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２ 多様な健康づくりの推進 

【取り組みの方向】 

いつまでも元気で健康な生活を送れるように、健康づくり支援センターにおいて各種相

談事業や健康づくりのための各種教室を開催するほか、若い世代から健康づくりに取り組

めるよう、総合型地域スポーツクラブの活性化を図ります。 

また、口腔機能の維持、向上や失禁予防への取り組みを行うことにより、活動的な生活

に結びつけ、ＱＯＬの向上が図れるよう努めます。 

【事業の体系】    

【事業名】          

    
①健康づくり支援センター管理事業 

【基本施策】 

   

  
  

 
②総合型地域スポーツクラブ活性化事業 

多様な健康づくりの推進 
 

  
 

③介護予防普及啓発事業（口腔機能の維持のための支援）（再掲） 
 

  

  ④介護予防普及啓発事業（失禁予防のための支援）（再掲） 
 

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
健康づくり支援セ
ンター管理事業 
【継続】 

総合的な健康づくり活動の

場である健康づくり支援セン

ターの運営により、市民の健

康維持、増進を支援する。ま

た、指定管理者による健康

相談や各種教室を実施しま

す。 

継続 継続 継続 健康推進課 

② 

総合 型 地 域 ス
ポーツクラブ活性
化事業 
【継続】 

子どもから高齢者まで体を動

かす機会と場を確保し、また

青少年の健全育成と地域住

民のつながりを高めるスポー

ツ環境を整備するため、総合

型地域スポーツクラブの活動

やクラブ間の交流活動を支

援します。 

継続 継続 継続 体育振興課 

③ 

介護予防普及啓
発事業（口腔機
能の維持のため
の支援） 
【新規】（再掲） 

食べる楽しみを持ち続けられ

るよう、口腔機能の維持、向

上のための相談や講習会を

実施します。 

口腔機能の

維持、向上

のための相

談や講習会

の実施 

継続 継続 高齢者支援課 

④ 

介護予防普及啓
発事業（失禁予
防のための支援） 
【新規】（再掲） 

積極的に外出する等、活動

的な生活が送れるよう、失禁

予防のための体操等、講習

会を実施します。 

失禁予防の

ための講習

会の実施 

継続 継続 高齢者支援課 
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３ 疾病予防の推進 

【取り組みの方向】 

高齢者等の疾病を予防するため、健康診査や保健指導、がん・人間ドック・歯科等各種

検診、予防接種などに取り組みます。 

【事業の体系】 

【事業名】 

    
①特定健康診査及び特定保健指導の実施 

    

    
②後期高齢者健康診査の実施 

    

    
③人間ドック検診料の助成 

    

【基本施策】     
④成人保健指導事業 

疾病予防の推進 
   

   
⑤各種がん検診事業 

    

    
⑥健康相談事業 

    

     
⑦予防接種事業 

    

     
⑧歯科健診等推進事業 

   

【事業の概要】 

事業名 事業概要 
第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 

特定健康診査及
び特定保健指導
の実施 
【継続】 

生活習慣病の予防・改善と

医療費の適正化対策を推進

するため、健診・保健指導対

象者の拡大や実施方法の充

実を図り、また個人へのイン

センティブの提供により国民

健康保険加入者自らが生活

習慣を見直し、自発的に予

防する行動変容を支援しま

す。 

継続 継続 継続 
保険年金課 

健康推進課 

② 
後期高齢者健康
診査の実施 
【継続】 

後期高齢者医療に加入する

被保険者等を対象とした健

康診査を千葉県後期高齢者

医療広域連合より受託して

実施します。 

継続 継続 継続 保険年金課 
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事業名 事業概要 
第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

③ 
人間ドック検診
料の助成 
【改善】 

国民健康保険に６月以上加

入している満年齢 35 歳以上

の方及び後期高齢者医療制

度加入者の人間ドック受診

者に対し、検診料の一部を

助成します。 

継続 
助成額の見

直し検討 

助成額の見

直し 
保険年金課 

④ 
成人保健指導事
業 
【継続】 

生活習慣病予防講演会を医

師会や歯科医師会の協力を

得て、生活習慣病予防への

関心と理解が深まるよう実施

します。 

講演回数 

1回 

定員 

40名 

講演回数 

1回 

定員 

40名 

講演回数 

1回 

定員 

40名 

健康推進課 

⑤ 
各種がん検診事
業 
【継続】 

肺がん、胃がん、大腸がん、

子宮がん、乳がんの各種が

ん検診の実施により、がんの

早期発見・早期治療に結び

つけるとともに、広報紙、ＨＰ

への掲載や個別通知などを

行い受診者の拡大を図りま

す。 

継続 継続 継続 健康推進課 

⑥ 
健康相談事業 
【継続】 

健診結果等をもとに、個人へ

の保健指導を実施し、生活

習慣病の発症予防や重症化

予防に向けた取り組みを支

援し、QOL の向上や健康寿

命の延伸を図ります。 

また、健康づくり支援セン

ターにおいても、健康不安を

抱える利用者からの相談

や、栄養や運動などに関す

る相談にも随時対応します。 

継続 継続 継続 健康推進課 

⑦ 
予防接種事業 
【継続】 

高齢者を対象としたインフル

エンザや肺炎球菌ワクチン

の予防接種を実施し、疾病

予防を推進します。 

継続 継続 継続 健康推進課 

⑧ 
歯科健診等推進
事業 
【継続】 

【成人歯科検診】 

30・40・50・60・70 歳（節目年

齢）の市民を対象に、歯科健

康診査を実施し、併せて口

腔衛生指導を行います。 

【後期高齢者歯科検診】 

千葉県後期高齢者医療広域

連合被保険者のうち、76 歳

の方を対象とした歯科健康

診査を実施し、口腔衛生指

導及び食事生活指導を行い

ます。 

継続 継続 継続 健康推進課 
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４ 社会参加と生きがいづくりの促進 

【取り組みの方向】 

高齢者の生活の充実を図るため、高齢者自身が自ら培った技能や知識を活かしながら社

会を支える一員として活躍できるよう、生きがい活動や社会参加、地域貢献活動等の機会

提供の推進とともに、就業機会の確保を図ります。 

【事業の体系】 

          【事業名】 

    
①高齢者いきがい促進事業（高齢者学級） 

    

    
②ひとり暮らし高齢者バスツアー 

    

 
   

③雇用促進奨励金の交付 
   

    
④高齢者スポーツ大会事業 

    

    
⑤敬老事業（長寿祝金） 

    

【基本施策】    
⑥老人福祉会館運営事業 

社会参加と生きがいづくり
の促進 

   

 
  

⑦シルバー人材センター育成事業 

 
  

   
⑧生きがい活動支援通所事業（いきいきサロン） 

   

    
⑨保育所児童世代間交流事業 

    

    
⑩地域ふれあいサロンの設置 

    

 
   

⑪シニアクラブ活動助成事業 
   

    
⑫「ガウラナビ」を活用した情報発信 

   

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 

高齢者いきがい促
進事業（高齢者学
級） 
【継続】 

健康で充実した生活を送るこ

とができるよう、学習や交流

活動を通して一人ひとりの生

きがいを促進するとともに、

仲間づくりを行います。 

継続 継続 継続 
市民会館 

各公民館 

② 
ひとり暮らし高齢者
バスツアー 
【継続】 

共同募金配分金を財源とし、

各地区社会福祉協議会がひ

とり暮らし高齢者を対象にバ

スツアーを実施し、交流の場

を設けることで、地域活動へ

の参加と生きがいづくりを促

進します。 

継続 継続 継続 
社会福祉 

協議会 
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事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

③ 
雇用促進奨励金の
交付事業 
【継続】 

55歳以上の高年齢者及び障

がい者を雇用する事業主に

対し、雇用促進奨励金を交

付することにより、雇用の機

会の増大を図ります。 
【平成 31年度以降は見直し（廃

止）を検討します。】 

新規交付 
5社 

交付対象者 
5名 

新規交付 
5社 

交付対象者 
5名 

見直し検討 商工観光課 

④ 
高齢者スポーツ大
会事業 
【継続】 

高齢者がスポーツを通じて

健康の保持及び交流を深め

ることにより、生活の喜びを

高めることを目的にスポーツ

大会を開催します。 

参加者 
700人 

参加者 
700人 

参加者 
700人 

高齢者支援課 

⑤ 
敬老事業 
（長寿祝金） 
【継続】 

満88歳、満99歳以上の高齢

者に長寿祝金を、満 100歳、

最高齢者に祝品を贈呈しま

す。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 

⑥ 
老人福祉会館 
運営事業 
【継続】 

高齢者等の憩いの場となる

老人福祉会館の維持管理、

運営を行います。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 

⑦ 
シルバー人材セン
ター育成事業 
【継続】 

高齢者の経験と技能を活か

した就労の場を確保するた

め、シルバー人材センターの

経営の安定化を図るための

支援を行います。 

また、高齢者の日常生活支

援など、長期的な受託業務

を検討し、安定収入の確保を

支援するなど会員数の増加

に向けた経営の安定化を支

援します。 

会員数 
320人 

会員数 
320人 

会員数 
320人 

高齢者支援課 

⑧ 

生きがい活動支援
通所事業 
（いきいきサロン） 
【継続】 

高齢者の生きがいと社会参

加を促進するために、家に閉

じこもりがちな高齢者等に対

し、デイサービス事業を行い

ます。 

また、要支援者へのサービ

ス提供など対象者の見直し

も併せて行います。 

利用者数 
35人 

利用者数 
35人 

利用者数 
35人 

高齢者支援課 

⑨ 
保育所児童世代間
交流事業 
【継続】 

高齢者と保育所児童との世

代間の交流機会を充実さ

せ、安心して子どもを生み育

てる地域づくりを推進すると

ともに、世代間の支え合いの

精神を育みます。 

実施保育所 
4箇所 

実施保育所 
4箇所 

実施保育所 
4箇所 

保育課 

⑩ 
地域ふれあいサロ
ンの設置 
【継続】 

高齢者が孤立しないよう、地

域の中に集える場所（サロ

ン）をつくり、住民、ボランティ

ア等との交流機会を設けるこ

とで、地域で顔の見える関係

づくりを促進し、高齢者の地

域参加を促進します。 

継続 継続 継続 
社会福祉 

協議会 



第４章 施策の展開 第１節 健康でいきいきとした暮らしの実現 

 67 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

⑪ 
シニアクラブ活動
助成事業 
【継続】 

単位シニアクラブ及びシニア

クラブ連合会の社会参加活

動、文化活動、体力・健康づ

くり事業を支援します。 

また、クラブとの連携により、

会員の加入促進を図ります。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 

⑫ 
「ガウラナビ」を活
用した情報発信 
【継続】 

ボランティア団体、ＮＰＯ団体

等の活動情報を市ホーム

ページ、市民活動情報サイト

（ガウラナビ）を活用して公開

し、参加の促進を図ります。 

継続 継続 継続 
市民活動支

援課 

 



第４章 施策の展開 第２節 住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備 

 68 

第２節 住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備 

１ 相談支援体制の充実と適切なケアマネジメントの推進 

【取り組みの方向】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域包括支援センターの機能

を強化し、認知症等相談支援体制の充実を図ります。 

また、地域ケア会議の推進により、地域課題の把握から地域資源開発や課題解決に向け

た検討を行うとともに、適切なケアマネジメントを推進し、ケアマネジメントの質の向上

を図ります。 

【事業の体系】 

                  【事業名】 

   
①地域包括支援センターの体制強化 

    

【基本施策】 

   
②地域包括支援センターの相談支援の充実 

  
  

相談支援体制の充実と適切な
ケアマネジメントの推進 

  
③サブセンター運営事業 

   

    
④適切なケアマネジメントに向けた支援 

   
 

⑤認知症の早期支援体制の充実 
 

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
地域包括支援セン
ターの体制強化 
【新規】 

地域包括ケアの実現に向

け、役割や業務の拡大が求

められている地域包括支援

センターの人員体制を検討

し、必要な対策を講じます。 

さらに、より効果的・効率的

な運営ができるよう、介護保

険法に基づく地域包括支援

センターの定期的な評価方

法について検討し、評価を実

施します。 

・体制強化の

ための適正

な人員体制

の検討 

・定期的な評

価方法につ

いての検討 

・体制強化の

ための適正

な人員体制

の改善 

・定期的な評

価の実施 

継続 高齢者支援課 

② 

地域包括支援セン
ターの相談支援の
充実 
【継続】 

地域包括支援センターの相

談支援の充実を図るため、

研修等を活用し、専門職の

資質の向上に努めます。 

また、地域の関係機関等と

の連携を密にし、高齢者やそ

の家族のニーズを的確に把

握し、包括的な支援を行って

いきます。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 
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事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

③ 
サブセンター運営
事業 
【継続】 

身近な地域で高齢者に関す

る相談ができるよう、ながう

ら、ひらかわサブセンターを

運営していきます。 

さらに、高齢化の進行や介護

保険制度改正により役割や

業務が増加し続けることか

ら、効果的・効率的な運営に

向けた体制のあり方を検討し

ます。 

効果的・効率

的な運営体

制の検討 

効果的・効率

的な運営体

制の検討 

効果的・効率

的な運営体

制の検討 

高齢者支援課 

④ 
適切なケアマネジ
メントに向けた支援 
【新規】 

利用者のニーズを適切に把

握し、介護予防・自立支援に

資するケアプラン（介護サー

ビス計画）等の作成ができて

いるか、地域包括支援セン

ターによるケアプランの確認

とともに、地域ケア会議等個

別の検討を通して、マネジメ

ント力の向上を図ります。 

・地域包括支

援センターに

よるケアプラ

ン確認 

・個別の地域

ケア会議の

開催 

継続 継続 高齢者支援課 

⑤ 
認知症の早期支援
体制の充実 
【継続】 

認知症初期集中支援チーム

が認知症の人や家族に早期

に関わり、自立に向けた包括

的・集中的な支援を行うとと

もに、家族の介護負担の軽

減を図ります。 

・認知症初期
集 中 支 援
チームによる
訪問 
・認知症初期
集 中 支 援
チーム員会
議による、よ
り良い支援
の検討 

継続 継続 高齢者支援課 
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２ 在宅医療と介護の連携の推進 

【取り組みの方向】 

在宅医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを続けることができるよう、医療・介護関係者の連携を推進します。 

また、在宅生活において切れ目ないサービスを受けられるような体制の整備を図るとと

もに、相談窓口や啓発活動により地域住民への在宅医療や介護に関しての周知を図ります。 

【事業の体系】 

【事業名】 

在宅医療と介護の連携
の推進 

 
①在宅医療・介護連携推進事業 

 

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
在宅医療・介護
連携推進事業
【改善】 

【連携の推進に向けた土台
づくり】 
地域の医療・介護の資源の
情報収集等、状況を把握し、
医療・介護関係者と共有す
るなど、連携にあたっての課
題の抽出、対応策の検討を
実施します。 

・ 医療介護
連携推進に
係る会議及
び作業部会
での検討 
・「在宅医療
と介護マ ッ
プ」の活用及
び情報の更
新 

継続 継続 高齢者支援課 

【関係者間の顔の見える関
係の構築】 
医療と介護の両方を必要と
する高齢者に適切な医療と
介護が提供されるよう、知識
の習得や相互の専門性を理
解する多職種協働研修を実
施していきます。 
また、多職種による会議や
研修を通して、多職種間で
顔の見える関係づくりを進め
ていきます。 

・ 医療介護

連携推進に

かかる会議

及び作業部

会の実施 

・ 多職種研

修会の実施 

【在宅医療と介護の提供体
制の整備】 
在宅生活において医療と介
護の切れ目ないサービスを
受けられる体制を整備しま
す。 
医療・介護関係者間の円滑
な情報共有を進めていきま
す。 
在宅医療と介護に関する相
談窓口を設置し、必要な情
報提供を行います。 
地域住民に対し、在宅医療
や介護について、シンポジウ
ム等を開催し、住民の理解
の促進や適宜住民ニーズを
把握していきます。 

・医療・介護
連携にかか
る会議や作
業部会によ
る検討 
・ 千葉県地
域生活連携
シートの活
用 
・住民向けシ
ンポジウム
や地域座談
会、講演会
の実施 
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３ 自立や介護に配慮した住まい・まちづくりの推進 

【取り組みの方向】 

高齢者が住み慣れた地域や自宅で介護サービスを受けながら安心して暮らせるように、

単身や夫婦のみの高齢者世帯の減少に向けた多世代同居等の支援やバリアフリーなどの住

宅改修、耐震診断、防火診断などの住宅施策を実施します。 

また、環境及び経済的理由により生活が困難になった場合は、養護老人ホームへの措置

等を実施します。 

【事業の体系】 

【事業名】 

    
①世代間支え合い家族支援事業 

    

    
②高齢者等住宅整備資金貸付事業 

    

【基本施策】    
③木造住宅耐震化促進事業 

自立や介護に配慮した
住まい・まちづくりの推進 

   

 
  

④高齢者宅防火診断 

 

  

   
⑤養護老人ホーム 

   

   
⑥高齢者の移動支援事業 

   

 

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
世代間支え合い家
族支援事業 
【継続】 

親、子、孫等が同居又は近

隣に居住し、お互いを支え合

いながら生活する多世代同

居等を支援し、高齢者の孤

立を防ぐとともに家族の絆の

再生を図ります。 

引き続き、住宅メーカーへの

ＰＲなどを実施し、利用促進

を図ります。 

利用者数 
16人 

利用者数 
18人 

利用者数 
20人 

高齢者支援課 

② 
高齢者等住宅整備
資金貸付事業 
【継続】 

高齢者が自宅で日常生活を

営むことができるよう浴室や

トイレの改修、段差の解消、

手すり、スロープの設置等の

住宅改修に対し、資金を無

利子で貸付します。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 
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事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

③ 
木造住宅耐震化促
進事業 
【継続】 

平成 12 年以前に建築された

木造住宅を対象とし、定期的

に無料の耐震相談会を開催

するなど、耐震化率の向上を

目的とした啓発活動を実施し

ます。 

また、耐震診断及び耐震改

修工事に係る費用の補助を

実施し、高齢者及び障がい

者については、耐震診断の

結果から、一定の条件を満

たした場合に、耐震改修工

事に係る補助額を増額しま

す。 

継続 継続 継続 建築住宅課 

④ 
高齢者宅防火診断 
【継続】 

ひとり暮らし高齢者宅に対

し、防火思想の普及を図り、

被害の軽減、安全確保をす

るため、住宅用防災機器、電

気、ガス器具等の防火診断

を実施し、アドバイスを行い

ます。 

実施人数 
90人 

実施人数 
90人 

実施人数 
90人 

消防本部 

予防課 

⑤ 
養護老人ホーム 
【継続】 

千葉県内の養護老人ホーム

は、定員に達していない状況

から、現在のところほぼ充足

しています。 

潜在的な対象者の発掘を図

るとともに、生活が困難な

ケースや高齢者虐待のケー

スが発生した場合には、関

係機関と連携して迅速に措

置入所等を行います。 

また、天羽養護老人ホーム

の老朽化に伴い、代替施設

として、君津圏域内に民営の

養護老人ホーム（定員５０

人）の誘致を図ります。 

継続 継続 

継続 
民間施設
（定員 50
人）開設 

高齢者支援課 

⑥ 
高齢者の移動支援
事業 
【新規】 

自身での自動車の運転が困

難になったり、家族などから

の支援がないなど、自家用

車での移動が困難な高齢者

及び駅やバス停が遠いな

ど、公共交通での移動が困

難な高齢者などの移動の支

援を検討します。 

検討 検討 実施 
高齢者支援課 

企画課 
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４ 家族介護者への支援の充実 

【取り組みの方向】 

家族等の介護者が抱えている問題は、体力・精神面での疲れや不安、自身の健康、仕事

との両立、経済面など、多岐にわたっています。家族等の介護者が、地域の中で孤立する

ことなく、また介護をしながら働き続けることができる社会を目指し、介護者の身体的・

精神的な負担を軽減できるよう支援に取り組みます。 

【事業の体系】 

【事業名】          

    
①傾聴、助言などの支援の強化 

【基本施策】 

   

   
②介護技術の講習や介護サービスなどの情報提供 

家族介護者への支援の充実 
   

   
③家族介護用品支給事業 

    

    
④認知症の家族への支援 

    

 

 

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
傾聴、助言などの
支援の強化 
【継続】 

地域包括支援センターが中

心となって介護者の不安や

負担に寄り添い、適切な助

言を行うよう努めます。 

また、適宜、必要な関係機関

につなげていきます。 

認知症支援については、認

知症地域支援推進員による

支援体制の強化を図ってい

きます。 

傾聴と適切

な助言による

支援の実施 

認知症地域

支援推進員 

4名配置 

継続 継続 高齢者支援課 

② 

介護技術の講習や
介護サービスなど
の情報提供 
【新規】 

家族介護者が介護方法や各

種サービスについて学ぶ家

族介護教室を実施し、安心し

て介護を続けることが出来る

よう支援を行います。 

家族介護教

室の実施 
継続 継続 高齢者支援課 

③ 
家族介護用品支給
事業 
【継続】 

要介護認定を受けて在宅で

紙おむつ等を必要としている

高齢者の介護者及びひとり

暮らしの高齢者を対象に介

護用品を支給します。 

利用者数 
620人 

利用者数 
640人 

利用者数 
660人 

高齢者支援課 
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事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

④ 
認知症の家族への
支援 
【改善】 

地域における家族の交流の

場や認知症カフェの設置の

促進、認知症初期集中支援

チームによる支援等により、

認知症の人の家族の不安の

軽減や認知症への正しい理

解を広める等、家族支援を

充実していきます。 

地域に根ざし

た家族のつ

どいの開催

の検討 

認知症カフェ

設置 

3箇所 

地域に根ざし

た家族のつ

どいの開催

の検討 

認知症カフェ

設置 

4箇所 

地域に根ざし

た家族のつ

どいの開催

の検討 

認知症カフェ

設置 

5箇所 

高齢者支援課 
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第３節 介護サービスの充実、福祉・介護人材の確保及び育成 

１ 将来を見据えた介護サービスの充実 

【取り組みの方向】 

高齢者が、身近できめ細かな介護保険サービスを受けられるように、介護相談の充実、

サービスの充実を図り、適正かつ円滑な運営を図ります。 

在宅介護サービスについては、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを持続させるための

サービス量を見込みながら、必要な基盤の整備を図ります。 

また、介護を必要とする高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、

事業者等と密接に連携しつつ、地域密着型サービスの整備を進め、多様で柔軟な介護保険

サービスの拠点の充実を図ります。 

介護施設サービスについては、高齢になるほど単身や夫婦のみの高齢者世帯の介護施設

サービスへの意向が高まることを踏まえ、安心して老後を送れる環境を整備するため、利

用実績、介護保険料への影響などを考慮し整備を推進していきます。 

なお、在宅介護サービス、地域密着型サービス、介護施設サービスにおける個別のサー

ビスの第６期計画の実績や第７期計画の見込み等については、「第５章 介護保険サービス

見込み量と保険料の算出」に掲載しています。 

【事業の体系】 

                 【事業名】 

   
①在宅介護サービスの充実 

    

    
②地域密着型サービスの充実 

【基本施策】    

将来を見据えた介護サー
ビスの充実 

    
③介護施設サービスの充実 

   

    
④介護相談員派遣等事業 

    

    
⑤介護給付等費用適正化事業 
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【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
在宅介護サービス
の充実 
【継続】 

高齢者が住み慣れた地域で介

護を要する状態になっても、で

きる限り住み慣れた地域で生

活できるよう利用者の希望に

応じたサービスを提供するた

めに、必要なサービスの量の

確保と質の向上に努め、介護

サービスの円滑な提供を推進

します。 

継続 継続 継続 介護保険課 

② 
地域密着型サービ
スの充実  
【改善】 

在宅での 24時間365日の介護

ができるだけ継続できるよう、

中重度の要介護者の在宅生

活を支えるために医療との連

携を強化した事業者など多様

な事業者の参入を図るための

施策を展開するため、定額で

利用できる定期巡回・随時対

応型訪問介護看護、小規模多

機能型居宅介護、看護小規模

多機能型居宅介護の整備を進

めます。（Ｐ-●参照） 

実施 継続 継続 介護保険課 

③ 
介護施設サービス
の充実 
【継続】 

在宅での生活が困難な要介護

認定を受けた高齢者が、介護

施設等に入所をすることで受

けることができるよう、計画期

間内においては、入所待機者

数が依然として高い水準であ

ることから、第 6 期計画に位置

づけした特別養護老人ホーム

１か所の整備を進めます。（Ｐ-

●参照） 

継続 継続 継続 介護保険課 

④ 
介護相談員派遣等
事業 
【継続】 

市内介護保険施設等に定期的

に訪問し、利用者との面談や

訪問時の気づきにより、施設

サービスの質の向上を図りま

す。また、新規認定者からの聞

き取りにより、利用者と介護

サービス事業者との橋渡しを

行います。 

・ 施設利用

者相談件数 

720件 

・ 在宅相談

件数 

  480件 

・ 施設利用

者相談件数 

720件 

・ 在宅相談

件数 

  480件 

・ 施設利用

者相談件数 

720件 

・ 在宅相談

件数 

  480件 

介護保険課 

⑤ 
介護給付等費用適
正化事業 
【改善】 

介護（予防）給付について、適

正なサービス利用につなげる

ため、ケアプランの点検や給付

情報の突合、介護給付費通知

などを実施します。また、平成

30 年度より県から市へ居宅介

護支援事業所の指定権限等

が移管されることから、指定権

者としての指導等を行い、更な

る給付の適正化に取り組みま

す。 

実施 継続 継続 介護保険課 
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２ 生活支援サービスの充実 

【取り組みの方向】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、支援が必要な高齢者を対象に、

在宅での日常生活を支えるサービスの充実を図ります。 

【事業の体系】 

          【事業名】 

 
   

①生活支援短期宿泊事業 
   

    
②ひとり暮らし高齢者宅漏水調査 

    

    
③移送サービス事業 

    
     

④給食（配食）サービス 
【基本施策】    

生活支援サービスの充実 
   

⑤家族介護用品支給事業（再掲） 
 

  

 
  

⑥はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業 
   

   
⑦理容師派遣事業 

    
    

⑧電話訪問サービス（ほっとテレホンサービス） 
    

 
   

⑨介護予防・生活支援サービス事業（再掲） 
   

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
生活支援短期宿泊
事業 
【継続】 

社会適応が困難な高齢者又

は虐待を受けている高齢者

に対して、介護老人福祉施

設等へ短期間の宿泊を実施

します。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 

② 
ひとり暮らし高齢者
宅漏水調査 
【改善】 

市内を 6地区に分け、毎年 1

地区の中から 75歳以上のひ

とり暮らしの高齢者宅を訪問

し、漏水調査や水栓の点検

を行い、必要に応じてコマや

パッキンの無料点検を実施し

ます。市水道局と袖ケ浦市

管工事業協同組合の協力を

得て合同で行います。 

・君津地域水
道事業統合
広域化に伴
い、新たな経
営体での実
施について
検討 
・対象高齢者
の増加に伴
い地区の見
直しを行い、
4地区から 6
地区に細分
化を行う。 
【対象地区】 

蔵波・今井地区 
対象世帯 
260世帯 

君津地域水

道事業統合

広域化に伴

い、新たな経

営体での実

施について

検討 

君津地域水

道事業統合

広域化に伴

い、新たな経

営体での実

施について

検討 

水道局 
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事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

③ 
移送サービス事業 
【継続】 

高齢や障がいにより、一般の

交通手段では通院等が困難

な低所得の方を対象に、ボラ

ンティアの協力により送迎を

行い、自宅から市内・近隣市

の医療機関等までの移動を

支援します。 

継続 継続 継続 
社会福祉 

協議会 

④ 
給食（配食）サービ
ス 
【継続】 

共同募金配分金を財源とし、

市内６地区の地区社会福祉

協議会が中心となり、ひとり

暮らし高齢者に月に１回程

度、手作り弁当（給食）又は

弁当に代替する物品を手渡

しで届け、ふれあいと同時に

安否確認を行います。また、

会食を取り入れ、外出等の

機会を増やします。 

継続 継続 継続 
社会福祉 

協議会 

⑤ 
家族介護用品支給
事業 
【継続】（再掲） 

要介護認定を受けて在宅で

紙おむつ等を必要としている

高齢者の介護者及びひとり

暮らしの高齢者を対象に介

護用品を支給します。 

利用者数 
620人 

利用者数 
640人 

利用者数 
660人 

高齢者支援課 

⑥ 

はり・きゅう・マッ
サージ施術費助成
事業 
【継続】 

高齢者がはり、きゅう、マッ

サージの施術を利用する場

合、利用券により費用の一

部を助成します。 

また、交付対象者など助成

の見直しについても取り組ん

でいきます。 

交付者数 
690人 

交付者数 
700人 

交付者数 
710人 

高齢者支援課 

⑦ 
理容師派遣事業 
【継続】 

要介護 3～5 と認定された人

で、寝たきり等により理髪に

行くことが困難な 65 歳以上

の高齢者に対し、理容師の

派遣料を支援します。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 

⑧ 

電話訪問サービス
（ほっとテレホン
サービス） 
【継続】 

ボランティアの協力により、

週１回、ひとり暮らしの高齢

者を対象にした電話訪問で

会話をすることにより、悩み

や孤独、不安感を和らげ、孤

立防止を図ります。 

継続 継続 継続 
社会福祉 

協議会 

⑨ 
介護予防・生活支
援サービス事業 
【改善】（再掲） 

要支援者及び介護予防・生

活支援サービス事業対象者

に対して、地域の実情に合

わせた多様なサービスによ

り、効果的・効率的に介護予

防や日常生活支援を行って

いきます。 

・資格や人員
等の基準を
緩和した訪
問型サービ
スＡの充実 
・専門職によ
る短期集中
予防サービ
スＣの充実 
・住民主体に
よるサービス
Ｂ及びサービ
スＤの実施
の可能性に
向けた検討 

継続 継続 高齢者支援課 
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３ 福祉・介護人材の定着支援 

【取り組みの方向】 

介護を必要とする人が増える中で、利用者に継続して良質なサービスを提供できる介護

職員の確保を目指し、介護職に関心のある就業希望者の掘り起しや、介護職員のキャリア

アップに向けた取り組みを推進します。 

【事業の体系】 

                  【事業名】 

【基本施策】   
①就業に対する動機付けへの支援 

福祉・介護人材の定着支援 
   

   
②介護人材の育成支援 

   

  

  
  

 

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
就業に対する動機
付けへの支援 
【新規】 

今後一層高まる介護サービ

ス需要に対応するため、次

世代を担う学生等に介護の

仕事の大切さと魅力を伝える

ための福祉・介護体験やセミ

ナーを実施する事業者等を

支援します。 

千葉県等が

実施する次

世代を担う学

生等への福

祉・介護体

験、セミナー

についての

情報提供等

を行う。 

継続 継続 
高齢者支援課 

介護保険課 

② 
介護人材の育成支
援 
【新規】 

国・県等が実施する介護人

材育成等に関する事業と連

携を図り、市内の介護サービ

ス事業所及び介護施設に従

事する人材育成の支援を行

います。 

千葉県等が

実施する介

護人材育成

等に関する

事業と連携

し、介護職員

のスキル向

上のための

情報提供等

を行う。 

継続 継続 介護保険課 
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第４節 地域で支え合う仕組みづくりの推進 

１ 互いに支え合う地域づくりの推進 

【取り組みの方向】 

地域ケア会議の活用等により、医療・介護・福祉の関係機関等との連携強化を図るとと

もに、専門職と地域住民とが協力しながら、支援が必要な高齢者等への見守りや支えあい

を推進します。 

また、ボランティアセンターの充実を図るとともに、新たな地域人材の参加を促進し、

住民が互いに支え合う地域づくりを推進します。 

【事業の体系】 

              【事業名】 

    
①地域ケア会議の推進 

    

    
②ボランティアセンターの充実 

    

    
③地区社会福祉協議会の運営強化 

 
 
【基本施策】 

   

  
  

④救急・地域医療体制の整備 
  

互いに支え合う地域づ
くりの推進 

   
⑤高齢者見守りネットワーク事業 

 
  

   
⑥はつらつシニアサポーターの養成、活動支援 

    

     
⑦介護支援ボランティア事業 

    

    
⑧生活支援体制整備事業 

    

    
⑨認知症サポーターの養成、活動支援 

    

【事業の概要】 

事業名 事業概要 
第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
地域ケア会議の推
進 
【改善】 

個別での地域ケア会議の実
践を積み、地区課題の把握
から地域資源開発、地域づく
りを進めていきます。 
支援が困難なケースや介護
予防の検討が必要なケース
について、多職種による個別
検討を重ねることによるマネ
ジメントの向上やネットワーク
の構築を図ります。 
個別の課題の解決に向けた
地域での検討を進めます。 
地域からの問題提起を踏ま
え、全市での取り組むべき課
題解決に向けた検討を進め
ます。 

地域レベル

及び全市レ

ベルでの会

議の開催 

継続 継続 高齢者支援課 
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事業名 事業概要 
第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

② 
ボランティアセン
ターの充実 
【継続】 

地域や施設で実施される行

事や施設入所者の日常生活

支援など、ボランティア活動

を希望する方と支援を希望

する方との連絡調整を行い、

様々なニーズに合ったボラン

ティア活動を支援できるよう、

ボランティアセンターの機能

強化と事業の充実に努めま

す。 

継続 継続 継続 
社会福祉 

協議会 

③ 
地区社会福祉協議
会の運営強化 
【継続】 

地域福祉を地域住民主体で

推進するため、６つの地区社

会福祉協議会（昭和地区、長

浦地区、蔵波地区、根形地

区、平岡地区、中川・富岡地

区）の活動を支援し、活動の

充実に努めます。 

継続 継続 継続 
社会福祉 

協議会 

④ 
救急・地域医療体
制の整備 
【継続】 

一般市民を対象とする応急

手当・救命講習の実施により

適切な知識と技術の習得を

図り、市民による応急処置の

拡大を図ります。 

また、救急救命士育成や資

格者の採用を行い、救命隊

の質の向上を図ります。 

応急手当講習 
参加者 
700人 

応急手当講習 
参加者 
700人 

応急手当講習 
参加者 
700人 

消防本部 

総務課 

⑤ 
高齢者見守りネット
ワーク事業 
【継続】 

高齢者が住み慣れた地域で

安心して暮らせるよう、協力

事業者、関係団体等による

ネットワークにより「さりげな

い見守り」を実施します。 

また、緊急に対応が必要な

事態に備えた体制整備を進

めます。 

協力事業者
拡大 

協力事業者
拡大 

協力事業者
拡大 

高齢者支援課 

⑥ 

はつらつシニアサ
ポーターの養成、
活動支援 
【改善】 

介護予防の取り組みを支援

するはつらつシニアサポー

ターの養成の促進に加え、

地域の通いの場への支援

等、活動に結び付けられるよ

う支援を行うとともに、サポー

ターの更なる知識の習得に

向け研修を行っていきます。 

・はつらつｼﾆ

ｱｻﾎﾟｰﾀｰ 

120名 

・サポーター

スキルアップ

研修の検討 

・はつらつｼﾆ

ｱｻﾎﾟｰﾀｰ 

130名 

・サポーター

スキルアップ

研修の検討 

・はつらつｼﾆ

ｱｻﾎﾟｰﾀｰ 

140名 

・サポーター

スキルアップ

研修の検討 

高齢者支援課 

⑦ 
介護支援ボラン
ティア事業 
【継続】 

高齢者の介護予防を促進す

るため、介護支援ボランティ

ア活動の実績に応じポイント

を付与し、ポイント交換により

寄附又は地産地消に資する

商品券を交付します。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 
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事業名 事業概要 
第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

⑧ 
生活支援体制整備
事業 
【改善】 

高齢者が住み慣れた地域で

安心して暮らしていけるよう、

従来の給付等のサービスだ

けではなく、ボランティア、Ｎ

ＰＯ、民間企業、社会福祉法

人など多様な主体が地域の

高齢者を支援していく生活支

援サービスの提供に向けた

取り組みを実施します。 

・第 1 層及び
第 2 層協議
体への生活
支援コーディ
ネーターの配
置 
・第 1 層及び
第 2 層協議
体の随時開
催 
・ 生 活支援
コーディネー
ターが地域で
行うニーズ把
握やマッチン
グなどに対す
る支援 

・第 1 層及び
第 2 層協議
体の随時開
催 

・ 生 活支援

コーディネー

ターが地域で

行うニーズ把

握やマッチン

グなどに対す

る支援 

継続 高齢者支援課 

⑨ 
認知症サポーター
の養成、活動支援
【改善】 

認知症に対する正しい理解

を深め、認知症の人やその

家族を温かく見守る応援者と

なる認知症サポーターの養

成を地域住民や企業等、幅

広く実施していきます。 

また、ステップアップ研修の

実施により、サポーターが地

域で自主的に活動できるよう

意識付けや情報提供を行っ

ていきます。 

認 知 症 サ

ポーター 

8,000人 

ステップアッ

プ研修の実

施 

認 知 症 サ

ポーター 

8,500人 

ステップアッ

プ研修の実

施 

認 知 症 サ

ポーター 

9,000人 

ステップアッ

プ研修の実

施 

高齢者支援課 
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２ 安全・安心な生活環境の確保 

【取り組みの方向】 

高齢者が安全で安心して生活できるように、救急・医療や防災・防犯、交通安全などの

安全対策を推進します。 

また、高齢者に対する虐待への対応や虐待防止の啓発、消費者被害の未然防止の啓発と

ともに、認知症高齢者の権利を守るため、成年後見制度の普及啓発や利用支援等を行いま

す。 

【事業の体系】 

              【事業名】 

    
①救急医療情報キット配布事業 

    

    
②避難行動要支援者避難支援対策 

    

    
③高齢者等生活支援用具給付貸付事業 

    

   
④防犯対策事業 

   

【基本施策】    
⑤交通安全対策推進事業 

安全・安心な生活環境
の確保 

   

   
⑥高齢者虐待の防止と高齢者保護 

    

     
⑦消費生活相談員出前講座 

    

    
⑧成年後見制度利用支援事業 

    

    
⑨認知症高齢者の見守り・徘徊への対応の充実 

    

    
⑩高齢者見守りネットワーク事業（再掲） 

    

【事業の概要】 

事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

① 
救急医療情報キッ
ト配布事業 
【継続】 

ひとり暮らしの高齢者等に、

救急時に必要となるかかりつ

け医療機関や持病等の情報

を記入した救急情報シートを

保管する救急医療情報キット

を配布します。 

総配布者数 
850人 

総配布者数 
900人 

総配布者数 
950人 

高齢者支援課 
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事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

② 
避難行動要支援者
避難支援対策 
【継続】 

地域の民生委員・児童委員

等との連携により要援護者

の把握を行い、登録台帳の

整備・更新を行うとともに、自

治会等と協力し避難支援者

の把握に努め、要援護者を

地域で支援する体制を確保

します。あわせて、福祉避難

所の開設・運営訓練等を実

施することにより災害時の連

携体制を確立します。 

・要援護者名

簿の更新 

・要援護者安

否確認訓練

の実施 

・福祉避難所

の開設・運営

訓練の実施 

継続 継続 危機管理課 

③ 
高齢者等生活支援
用具給付貸付事業 
【継続】 

ひとり暮らしの高齢者等に、

緊急通報システムを設置す

るほか、電磁調理器、ガス警

報器等を給付します。 

緊急通報 
システム 
設置台数 

304台 

緊急通報 
システム 
設置台数 

305台 

緊急通報 
システム 
設置台数 

306台 

高齢者支援課 

④ 
防犯対策事業 
【継続】 

地域における防犯意識の向

上を目指して、自治会やシニ

アクラブ等を通じた情報提供

や啓発活動を進めます。 

また、振り込め詐欺や還付

金詐欺等が後を絶たず、高

齢者が被害者となるケース

が多いため、こうした犯罪に

巻き込まれないための周知

啓発等を実施します。 

講話等 
啓発活動 

10回 

講話等 
啓発活動 

10回 

講話等 
啓発活動 

10回 

市民活動支

援課 

⑤ 
交通安全対策推進
事業 
【継続】 

高齢者による交通事故の増

加を踏まえ、事故の未然防

止を図るため、木更津警察

署等と連携し、交通安全教

室・講習会や啓発等を実施

し、高齢者の交通事故の減

少に努めます。 

講話等 
啓発活動 

10回 

講話等 
啓発活動 

10回 

講話等 
啓発活動 

10回 

市民活動支

援課 

⑥ 
高齢者虐待の防止
と高齢者保護 
【継続】 

高齢者虐待の防止のための

住民や介護事業者への普及

啓発や、関係機関との連携

により虐待の可能性が高い

事例を早期に把握し対応を

図ります。 

また、虐待事例に対しては、

被虐待高齢者の保護や養護

者の支援を関係機関と協力

しながら的確に実施していき

ます。 

継続 継続 継続 高齢者支援課 

⑦ 
消費生活相談員出
前講座 
【継続】 

暮らしに役立つ身近な消費

生活知識の習得を目的とし

た消費生活相談員による出

前講座の実施をし、被害の

未然防止に努めます。 

開催数 
4回 

開催数 
4回 

開催数 
4回 

商工観光課 
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事業名 事業概要 

第７期の取り組み 

Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 担当課 

⑧ 
成年後見制度利用
支援事業 
【改善】 

成年後見制度について、市

の広報、ホームページやパ

ンフレット、住民への勉強会

等による制度の普及啓発を

図るとともに、司法書士会等

成年後見等実施機関と連携

を図り、制度利用が必要な高

齢者に対して、利用に結び付

けられるよう支援します。 

また、認知症高齢者等で親

族がいない場合や虐待があ

る場合には、市が審判請求

を行い必要に応じて費用の

一部を助成します。 

さらに、成年後見制度利用促

進基本計画の策定や権利擁

護支援のネットワーク及び中

核機関の整備について検討

していきます。 

・成年後見制

度利用促進

基本計画の

策定検討 

・権利擁護支

援の地域連

携ネットワー

ク及び中核

機関の整備

の検討 

・成年後見制

度利用促進

基本計画の

策定 

・権利擁護支

援の地域連

携ネットワー

ク及び中核

機関の整備

の検討 

・成年後見制

度利用促進

基本計画の

運用 

・権利擁護支

援の地域連

携ネットワー

ク及び中核

機関の整備

の検討 

高齢者支援課 

⑨ 

認知症高齢者の見
守り・徘徊への対
応の充実 
【新規】 

認知症高齢者等の外出にあ

たり、衣服や持ち物に貼付さ

れたＱＲコードを読み取り、

迅速に家族等の介護者に連

絡を取ることにより、見守り、

徘徊への対応の充実に努め

ます。 

見守り徘徊
対応システ
ムの導入 

見守り徘徊
対応システ
ムの運用 

継続 高齢者支援課 

⑩ 
高齢者見守りネット
ワーク事業 
【継続】（再掲） 

高齢者が住み慣れた地域で

安心して暮らせるよう、協力

事業者、関係団体等による

ネットワークにより「さりげな

い見守り」を実施します。 

また、緊急に対応が必要な

事態に備えた体制整備を進

めます。 

協力事業者
等拡大 

協力事業者
等拡大 

協力事業者
等拡大 

高齢者支援課 
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第５章 介護保険サービス見込み量と保険料の算出 

第１節 第７期計画の推計及び目標 

１ 要支援・要介護認定者数の推計 

２ 介護サービス利用者（受給者）の推計 

３ 成果目標 
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第２節 介護保険サービス量の見込み 

１ 在宅介護（予防）サービス量の見込み 

（１）訪問介護・介護予防訪問介護 

 対象者 内容 

訪問介護 要介護１～５ 
要支援者・要介護者が居宅において、入浴・排せつ・

食事等の身体介護や、調理・掃除・洗濯等の生活援

助等が受けられるサービスです。 

なお、生活援助については、ひとり暮らし又は同居

家族等が障がいや疾病のため、本人や同居家族が家

事等を行うことが困難な場合のみ利用できます。 
介護予防訪問介護※ 要支援１・２ 

※介護予防訪問介護は、平成 28年度をもって廃止 

 

介護予防訪問介護は、平成 28年３月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始した

ことに伴い、介護予防サービスから地域支援事業へと移行したことから、平成 28年度か

ら減少しました。 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数及び延利用回数の見込みは、実績の対

前年度伸び率等を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

訪問介護 

延人数 2,768 2,920 3,104    

延回数 62,021 67,388 66,376    

介護予防 

訪問介護 
延人数 1,193 481 0 ― ― ― 
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（２）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

 対象者 内容 

訪問入浴介護 要介護１～５ 要支援者・要介護者が居宅において、専用の浴槽（移

動入浴車）を使用し、介護士や看護師から入浴の補

助が受けられるサービスです。 
介護予防訪問 

入浴介護 
要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数及び延利用回数の見込みは、実績の対

前年度伸び率等を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

訪問入浴 

介護 

延人数 474 510 532    

延回数 2,228 2,305 2,390    

介護予防訪

問入浴介護 

延人数 5 1 0    

延回数 19 2 0    
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（３）訪問看護・介護予防訪問看護 

 対象者 内容 

訪問看護 要介護１～５ 要支援者・要介護者で疾患等を抱えている方が居宅

において、看護師等から療養上の世話や診療の補助

が受けられるサービスです。 介護予防訪問看護 要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数及び延利用回数の見込みは、実績の対

前年度伸び率等を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

訪問看護 

延人数 754 872 991    

延回数 5,934 6,608 8,497    

介護予防 

訪問看護 

延人数 136 157 145    

延回数 845 1,172 1,485    
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（４）訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

 対象者 内容 

訪問リハビリテー

ション 
要介護１～５ 

要支援者・要介護者で居宅での日常生活行為を向上

させる訓練を必要とする方が、理学療法士や作業療

法士、言語聴覚士等によるリハビリテーションを居

宅において受けられるサービスです。 
介護予防訪問リハ

ビリテーション 
要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数及び延利用回数の見込みは、実績の対

前年度伸び率等を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

訪問リハビリ

テーション 

延人数 104 126 129    

延回数 1,032 1,525 2,111    

介護予防訪問

リハビリテー

ション 

延人数 7 12 0    

延回数 60 82 0    
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（５）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

 対象者 内容 

居宅療養管理指導 要介護１～５ 要支援者・要介護者が居宅において、医師や歯科医

師、薬剤師、管理栄養士等から療養上の管理及び指

導が受けられるサービスです。 
介護予防居宅療養

管理指導 
要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数の見込みは、実績の対前年度伸び率等

を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

居宅療養 

管理指導 
延人数 984 1,277 1,519    

介護予防居宅 

療養管理指導 
延人数 84 123 158    
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（６）通所介護・介護予防通所介護 

 対象者 内容 

通所介護 要介護１～５ 

要支援者・要介護者が通所介護施設において、入

浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談と

助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の

世話や機能訓練等が受けられるサービスです。（デ

イサービスとも言います。） 
介護予防通所介護※ 要支援１・２ 

※介護予防通所介護は、平成 28年度をもって廃止 

 

通所介護は、平成 28年度から小規模の事業者が行うものは介護サービスから地域密着

型サービスに移行したことから、平成 28年度から減少しています。 

また、介護予防通所介護については、平成 28年３月から介護予防・日常生活支援総合

事業を開始したことに伴い、介護予防サービスから地域支援事業へと移行したことから、

平成 28年度から減少しました。 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数及び延利用回数の見込みは、実績の対

前年度伸び率等を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

通所介護 

延人数 4,964 3,022 3,246    

延回数 45,597 26,176 29,465    

介護予防 

通所介護 
延人数 1,344 521 6    
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（７）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

 対象者 内容 

通所リハビリテー

ション 
要介護１～５ 

要支援者・要介護者が老人保健施設や病院等におい

て、心身の機能の維持回復と日常生活の自立を図る

ため、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリ

テーションを受けられるサービスです。（デイケア

とも言います。） 

介護予防通所リハ

ビリテーション 
要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数及び延利用回数の見込みは、実績の対

前年度伸び率等を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

通所リハビリ 

テーション 

延人数 1,978 1,859 2,227    

延回数 15,874 15,434 17,082    

介護予防通所

リハビリテー

ション 

延人数 751 646 540    
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（８）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

 対象者 内容 

短期入所生活介護 要介護１～５ 
要支援者・要介護者が特別養護老人ホームや老人短

期入所施設等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事

等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練等

が受けられるサービスです。 

介護予防短期入所

生活介護 
要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数及び延利用回数の見込みは、実績の対

前年度伸び率等を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

短期入所 

生活介護 

延人数 2,463 2.611 2,827    

延日数 42,530 46,249 52,753    

介護予防短期 

入所生活介護 

延人数 29 57 73    

延日数 147 461 1,112    
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（９）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

 対象者 内容 

短期入所療養介護 要介護１～５ 
要支援者・要介護者が介護老人保健施設や介護療養

型医療施設等に短期間入所し、看護、その他の必要

な医療と日常生活上の世話等が受けられるサービ

スです。 

介護予防短期入所

療養介護 
要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数及び延利用日数の見込みは、実績の対

前年度伸び率等を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

短期入所 

療養介護 

延人数 162 134 90    

延日数 1,169 847 485    

介護予防短期 

入所療養介護 

延人数 1 2 0    

延日数 2 11 0    
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（10）特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

 対象者 内容 

特定施設入居者生

活介護 
要介護１～５ 

有料老人ホームやケアハウス等の特定の施設（要届

出）に入居する要支援者・要介護者が、入浴・排せ

つ・食事等の介護や、その他の日常生活上の世話や

機能訓練等が受けられるサービスです。 

介護予防特定施設

入居者生活介護 
要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数の見込みは、実績の対前年度伸び率等

を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

特定施設入居者 

生活介護 
延人数 223 277 311    

介護予防特定施設 

入居者生活介護 
延人数 16 45 216    
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（11）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

 対象者 内容 

福祉用具貸与 要介護１～５ 
要支援者・要介護者について、日常生活の便宜をは

かり、自立を助けるための歩行器や歩行補助つえ等

の介護予防に資する福祉用具を貸与するサービス

です。 

介護予防福祉用具

貸与 
要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数の見込みは、実績の対前年度伸び率等

を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

福祉用具貸与 延人数 5,175 5,479 6,075    

介護予防福祉 

用具貸与 
延人数 1,056 1,253 1,410    
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（12）特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

 対象者 内容 

特定福祉用具購入

費 
要介護１～５ 

要支援者・要介護者について、日常生活の便宜をは

かり、自立を助けるための福祉用具のうち、貸与に

なじまない入浴や排せつのための用具の購入に関

し、その購入費（上限：年間 10 万円）の 9 割を補

助するサービスです。 

特定介護予防福祉

用具購入費 
要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数の見込みは、実績の対前年度伸び率等

を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

特定福祉用具 

購入費 
延人数 129 141 181    

特定介護予防 

福祉用具購入費 
延人数 43 34 25    
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（13）住宅改修・介護予防住宅改修 

 対象者 内容 

住宅改修 要介護１～５ 
要支援者・要介護者の居宅における日常生活の自立

のため、手すりの取付けや床等の段差解消の工事等

を行う際、その費用（上限：20 万円）の 9 割を補

助するサービスです。 
介護予防住宅改修 要支援１・２ 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数の見込みは、実績の対前年度伸び率等

を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

住宅改修 延人数 89 100 135    

介護予防 

住宅改修 
延人数 45 45 59    
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（14）居宅介護支援・介護予防支援 

 対象者 内容 

居宅介護支援 要介護１～５ 

在宅の要介護者が介護サービス等を適切に利用で

きるよう、居宅介護支援事業者が、要介護者の依頼

を受けて利用計画（ケアプラン）を作成するととも

に、サービス等の提供が十分に行われるよう事業者

との連絡調整等を行うサービスです。 

介護予防支援 要支援１・２ 

在宅の要支援者が介護予防サービス等を適切に利

用できるよう、地域包括支援センターの職員が要支

援者の依頼を受けて利用計画（ケアプラン）を作成

し、サービス等の提供が十分に行われるよう事業者

との連絡調整等を行うサービスです。 

 

第７期計画期間中のサービスの年間延利用人数の見込みは、実績の対前年度伸び率等

を勘案し、以下のとおり計画しました。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

居宅介護 

支援 
延人数 9,975 10,560 11,265    

介護予防 

支援 
延人数 3,315 2,457 1,463    
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２ 介護施設サービス量の見込み 

 対象 内容 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホー

ム） 
要介護３～５※ 

常時介護が必要で居宅での生活が困難な要介護

者が入所し、日常生活上の支援や介護が受けら

れる施設です。 

介護老人保健施設 要介護１～５ 

医療施設等での治療を終え状態が安定している

要介護者が入所し、医師や看護師、介護福祉士

等から在宅生活を送るための看護や介護、リハ

ビリテーションが受けられる施設です。 

介護療養型医療施設 要介護１～５ 

緊急を要する治療を終え、長期の療養を必要と

する要介護者が入所し、医師や看護師等から看

護や介護、リハビリテーションが受けられる施

設です。 

介護医療院 要介護１～５ 

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日

常生活上の世話（介護）」を一体的に提供する施

設です。 

※原則は要介護３～５ですが、在宅での日常生活が困難である等、やむを得ない事情がある場合には、

要介護１、２の方でも入所することができます。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 (単位：人) 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

介護老人福祉施設 2,418 2,281 2,251    

介護老人保健施設 1,764 1,927 1,927    

介護療養型医療施設※ 94 88 96    

介護医療院 － － －    

※現に利用している者の数及びそれらの者の介護給付対象サービスの介護給付対象サービスの事業を行う者

の介護療養施設サービスの事業を行う者の介護保険施設等への転換予定等を勘案した上で定める。 

 

○介護老人福祉施設の整備状況（平成 29年３月 31日現在） 

番号 圏域 施設名 所在地 定員 

➊ 長浦地区 サニーヒル 袖ケ浦市久保田 857-9 92 

➋ 昭和地区 袖ケ浦菜の花苑 袖ケ浦市神納 4181-20 73 

➌ 平岡地区 袖ケ浦瑞穂 袖ケ浦市野里 1452-4 50 

合 計 215 
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○介護老人保健施設の整備状況（平成 29年３月 31日現在） 

番号 圏域 施設名 所在地 定員 

 長浦地区 カトレアンホーム 袖ケ浦市蔵波 2713-1 90 

 昭和地区 メディケアーやまゆり 袖ケ浦市奈良輪 730 100 

合 計 190 

 

３ 地域密着型サービス量の見込み 

 対象者 内容 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 
要介護１～５ 

要介護者の在宅生活を支えるため、日中・夜間

を通じて訪問介護と訪問看護を受けられるサー

ビスです。 

夜間対応型訪問介護 要介護１～５ 

夜間を含め 24時間安心して在宅生活が継続でき

るよう、夜間に定期的に各自宅を巡回し、排泄

の介助や安否確認などのサービスを行う定期巡

回に加え、利用者の求めに応じて随時対応する

訪問介護を組み合わせたサービスです。 

認知症対応型通所介護 要介護１～５ 
認知症の要支援・要介護者が通所介護施設等に

通い、入浴・排せつ・食事等の介護、その他必

要な日常生活上の世話等が受けられるサービス

です。 

介護予防認知症対応型

通所介護 
要支援１・２ 

小規模多機能型居宅介

護 
要介護１～５ 要支援・要介護者が通所を中心に、利用者の選

択に応じて訪問、泊まりのサービスを組み合わ

せ多機能なサービスを受けられます。 
介護予防小規模多機能

型居宅介護 
要支援１・２ 

認知症対応型共同生活

介護 
要介護１～５ 

認知症の要支援・要介護者が、身近な施設（グ

ループホーム）において少人数（9人まで）で共

同生活を送りながら、家庭的な環境のもとで入

浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常

生活上の世話や機能訓練等が受けられるサービ

スです。 

介護予防認知症対応型

共同生活介護 
要支援２ 

地域密着型特定施設入

居者生活介護 
要介護１～５ 

定員 30 人未満の小規模な介護専用の有料老人

ホームなどで食事、入浴等の介護や機能訓練が

利用できるサービスです。 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 
要介護３～５ 

居宅での介護が困難な要介護者が入所し、入

浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話や機能

訓練、療養上の世話が受けられる介護施設サー

ビスです。 

入所定員が 29名以下の小規模特別養護老人ホー

ムで、入所者が能力に応じて自立した日常生活

を送ることを目指します。 
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 対象者 内容 

看護小規模多機能型居

宅介護 
要介護１～５ 

施設への通所を中心として、宿泊サービスや自

宅での訪問介護と訪問看護を組み合わせること

で、看護と介護の一体化したサービスです。 

地域密着型通所介護 要介護１～５ 
通所介護サービスのうち定員 18 名以下の小規

模の事業者が行うサービスです。 

 

【第６期計画実績と第７期計画見込み】 (単位：人) 

 第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 Ｈ28 
Ｈ29 

(見込み) 
Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 
0 2 0    

夜間対応型訪問介

護 
0 0 0    

認知症対応型通所

介護 
61 49 57    

介護予防認知症対

応型通所介護 
22 29 20    

小規模多機能型居

宅介護 
18 72 117    

介護予防小規模多

機能型居宅介護 
0 0 0    

認知症対応型共同

生活介護 
416 417 435    

介護予防認知症対

応型共同生活介護 
0 0 0    

地域密着型特定施

設入居者生活介護 
0 0 0    

地域密着型介護老

人福祉施設入所者

生活介護 

690 918 1,044    

看護小規模多機能

型居宅介護 
0 0 0    

地域密着型通所介

護 
0 2,612 2,665    
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◎認知症対応型共同生活介護の整備状況（平成 29年３月 31日現在） 

番号 圏域 施設名 所在地 定員 

① 昭和・根形地区 ならわの家 袖ケ浦市奈良輪 718-1 18 

② 平岡・中川・富岡地区 グループホーム憩 袖ケ浦市横田 1708-1 9 

③ 平岡・中川・富岡地区 グループホーム憩 新棟 袖ケ浦市横田 1709-3 9 

合 計 36 

 

◎認知症対応型通所介護の整備状況（平成 29年３月 31日現在） 

番号 圏域 施設名 所在地 定員 

 平岡・中川・富岡地区 グループホーム憩 新棟 袖ケ浦市横田 1709-3 3 

合 計 3 

 

◎地域密着型介護老人福祉施設の整備状況（平成 29年３月 31日現在） 

番号 圏域 施設名 所在地 定員 

１ 昭和・根形地区 和心苑 袖ケ浦市神納 2840-1 29 

２ 平岡・中川・富岡地区 みどりの丘 袖ケ浦市下泉 1424-3 29 

３ 平岡・中川・富岡地区 みどりの樹 袖ケ浦市下泉 1426 29 

合 計 87 
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 ■≪参考≫袖ケ浦市の施設サービス及び地域密着型サービスの現状■ 

（平成 29年３月 31日現在） 

 

  

➋ 
① 

➌ 

②③ 

●介護老人福祉施設（特養護老人ホーム）  

■介護老人保健施設 

○認知症対応型共同生活施設（グループホーム） 

◇認知症対応型通所介護 

□地域密着型介護老人福祉施設（小規模特養） 

 

●介護老人福祉施設（特養護老人ホーム）  

■介護老人保健施設 

○認知症対応型共同生活施設（グループホーム） 

◇認知症対応型通所介護 

□地域密着型介護老人福祉施設（小規模特養） 

 
➊ 
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４ 介護施設サービス・地域密着型サービスの整備計画 

（１）介護施設サービス 

平成 27 年度の介護保険法改正により、特別養護老人ホームへの新規入所者は原則とし

て要介護３～５の認定者と重点化が図られていますが、待機者が依然として多いことから、

第６期計画期間中に公募し選定した事業者により、第７期計画期間中に特別養護老人ホー

ムを１施設整備します。 

 
Ｈ29年度 
末時点 

第７期の整備計画 

Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

介護老人福祉施設 

(特別養護老人ホーム) 

3施設 

定員 215人 
 

1施設 ※１ 

定員 80 人 
 

介護老人保健施設 
2施設 

定員 190人 
   

介護療養型医療施設 0施設    

介護医療院施設 0施設    

※１ 開設事業者は、平成 29年度に選定済です。 

 

（２）地域密着型サービス 

自宅で生活し続けるためのサービスの充実を図るために、在宅介護（予防）サービスと

して定期巡回・随時対応型訪問介護看護を、通所を中心としたサービスの充実として小規

模多機能型居宅介護を、また、医療ニーズにも対応できる看護小規模多機能型居宅介護を

整備することを計画します。 

 Ｈ29年度 
末時点 

第７期の整備計画 

Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 
1 事業所  1 事業所  

(介護予防)認知症対応型

通所介護 

1 事業所 

定員 3人 
   

(介護予防)小規模多機能

型居宅介護 

1 施設 

定員 18人 

1 施設 

定員 29人 
  

看護小規模多機能型居宅

介護 
0 施設   

1 施設 

定員 29人 

(介護予防)認知症対応型

共同生活介護 

3 施設 

定員 36人 
   

地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

3 施設 

定員 87人 
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第３節 介護保険事業費の見込み 

１ 介護サービス給付費（見込み額） 

（単位：千円） 

サービス種類 平成 30 年度 平成 31年度 平成 32 年度 

①居宅サービス    

 訪問介護    

 訪問入浴介護    

 訪問看護    

 訪問リハビリテーション    

 居宅療養管理指導    

 通所介護    

 通所リハビリテーション    

 短期入所生活介護    

 短期入所療養介護（老健）    

 短期入所療養介護（病院等）    

 福祉用具貸与    

 特定福祉用具購入費    

 住宅改修費    

 特定施設入居者生活介護    

②地域密着型サービス    

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護    

 夜間対応型訪問介護    

 認知症対応型通所介護    

 小規模多機能型居宅介護    

 認知症対応型共同生活介護    

 地域密着型特定施設入居者生活介護    

 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護 
   

 看護小規模多機能型居宅介護    

 地域密着型通所介護    
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サービス種類 平成 30 年度 平成 31年度 平成 32 年度 

③介護保険施設サービス    

 介護老人福祉施設    

 介護老人保健施設    

 
介護医療院    

介護療養型医療施設    

④居宅介護支援    

介護サービスの総給付費（Ⅰ）    

 

２ 介護予防サービス給付費（見込み額） 

（単位：千円） 

サービス種類 平成 30 年度 平成 31年度 平成 32年度 

①介護予防サービス    

 介護予防訪問入浴介護    

 介護予防訪問看護    

 介護予防訪問リハビリテーション    

 介護予防居宅療養管理指導    

 介護予防通所介護    

 介護予防通所リハビリテーション    

 介護予防短期入所生活介護    

 介護予防短期入所療養介護（老健）    

 介護予防短期入所療養介護（病院等）    

 介護予防福祉用具貸与    

 特定介護予防福祉用具購入費    

 介護予防住宅改修    

 介護予防特定施設入居者生活介護    

②地域密着型介護予防サービス    

 介護予防認知症対応型通所介護    

 介護予防小規模多機能型居宅介護    

 介護予防認知症対応型共同生活介護    

③介護予防支援    

介護予防サービスの総給付費（Ⅱ）    
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第４節 保険料の算出 

１ 保険給付費の負担割合 

介護保険給付費の負担割合は、50％を公費、残り 50％を被保険者の保険料とすることと

定められています。 

また、被保険者の負担分については、全国の第１号被保険者と第２号被保険者の見込数

の割合に応じて、３年ごとに負担割合の見直しが行われます。 

これにより、第７期の第１号被保険者負担割合は●％から●％に、第２号被保険者負担

割合は●％から●％に、それぞれ変更されました。 

■保険給付費の負担割合（施設等給付費を除く）■ 

国 県 市 
第１号被保険者 

の負担額 
第２号被保険者 

の負担額 

％ ％ ％ ％※ ％ 

※国から交付される調整交付金の交付率により、実質の負担割合は変化します。 

 

※円グラフ等を追加予定 

 

 

 

 

■保険給付費の負担割合（施設等給付費）■ 

国 県 市 
第１号被保険者 

の負担額 
第２号被保険者 

の負担額 

％ ％ ％ ％※ ％ 

※国から交付される調整交付金の交付率により、実質の負担割合は変化します。 

 

※円グラフ等を追加予定 
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２ 地域支援事業費の負担割合 

地域支援事業の財源は、保険給付費と同様に、介護保険料と公費で構成されます。介護

予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の３事業の負担割合は、次のと

おりです。 

■地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の負担割合■ 

国 県 市 
第１号被保険者 

の負担額 
第２号被保険者 

の負担額 

％ ％ ％ ％※ ％ 

※国から交付される調整交付金の交付率により、実質の負担割合は変化します。 

 

※円グラフ等を追加予定 

 

 

 

 

 

 

 

■地域支援事業（包括的支援事業、任意事業）の負担割合■ 

国 県 市 
第１号被保険者 

の負担額 
第２号被保険者 

の負担額 

％ ％ ％ ％ ％ 

 

 

※円グラフ等を追加予定 
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３ 保険給付費等の見込み額 

（１）標準給付見込額 

（単位：円） 

  平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 合計 

１ 介護サービス給付費     

２ 介護予防サービス給付費     

３ 
総給付費 
（１＋２） 

    

４ 
一定以上所得者の利用者
負担の見直しに伴う影響
見込額 

    

５ （３―４）     

６ 
特定入所者介護サービス
費等給付額 

    

７ 高額介護サービス費等     

８ 
高額医療合算介護サービ

ス費等 
    

９ 算定対象審査支払手数料     

10 
標準給付費 

（５＋６＋７＋８＋９） 
    

※一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う影響見込額 

平成 30年８月より一定以上所得者は３割負担と変更となることによる保険給付から減額される見込額 

（「費用負担の見直しに伴う財政影響額算出シート」から算出） 

（２）地域支援事業費見込額 

（単位：円） 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 合計 

介護予防・日常生活支
援総合事業費 

    

包括的支援事業・任意
事業費 

    

合計     
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４ 基準額に対する介護保険料の段階設定等 

本計画期間内における介護保険料の段階設定は１３段階とし、各段階を次のとおり設定

します。 

■介護保険料の段階設定及び基準額に対する保険料率■ 

段階 保険料率 対象者 

第１段階 基準額× 

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、市民税世帯非課

税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下

の方 

第２段階 基準額× 
市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合

計が 80万円超 120 万円以下の方 

第３段階 基準額× 
市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合

計が 120 万円を超える方 

第４段階 基準額× 
市民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の合計所得金

額と課税年金収入額を合計した額が 80 万円以下の方 

第５段階 基準額× 
市民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の合計所得金

額と課税年金収入額を合計した額が 80 万円を超える方 

第６段階 基準額× 市民税本人課税者（合計所得金額 120万円未満） 

第７段階 基準額× 
市民税本人課税者（合計所得金額 120 万円以上 200 万円

未満） 

第８段階 基準額× 
市民税本人課税者（合計所得金額 200 万円以上 300 万円

未満） 

第９段階 基準額× 
市民税本人課税者（合計所得金額 300 万円以上 400 万円

未満） 

第 10 段階 基準額× 
市民税本人課税者（合計所得金額 400 万円以上 500 万円

未満） 

第 11 段階 基準額× 
市民税本人課税者（合計所得金額 500 万円以上 600 万円

未満） 

第 12 段階 基準額× 
市民税本人課税者（合計所得金額 600 万円以上 1,000 万

円未満） 

第 13 段階 基準額× 市民税本人課税者（合計所得金額 1,000万円以上） 

 



第５章 介護保険サービス見込み量と保険料の算出 第４節 保険料の算出 

 113 

５ 所得段階別被保険者数（第１号被保険者） 

第１号被保険者の所得段階別被保険者数を、次のとおり推計します。 

■所得段階別被保険者数（第１号被保険者）■ 

（単位：人） 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 合計 割合 

第１段階被保険者数      

第２段階被保険者数      

第３段階被保険者数      

第４段階被保険者数      

第５段階被保険者数      

第６段階被保険者数      

第７段階被保険者数      

第８段階被保険者数      

第９段階被保険者数      

第 10 段階被保険者数      

第 11 段階被保険者数      

第 12 段階被保険者数      

第 13 段階被保険者数      

合  計      

所得段階別加入割合補正
後被保険者数 

     

※所得段階別加入割合補正後被保険者数：第１号被保険者総数の見込数を基準額を納める第１号被保険者数に換算

した数 

※人数と割合について、端数処理の関係で完全には一致しない。 

※住所地特例者・適用除外施設入所者等の人数により第１号被保険者数と前出市内高齢者人口数は一致しない。 

※各段階割合については、平成 28･29年度の所得段階割合から推計。 
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６ 介護保険料基準額（月額）の算定方法 

介護保険料基準額（月額）の算定方法は、おおむね次のとおりです。 

 

Ａ 標準給付費見込額  

Ｂ 地域支援事業費見込額  

Ｃ 
第１号被保険者数 

 
（所得段階別加入割合補正後） 

Ｄ 
第１号被保険者負担分 

 
（Ａ＋Ｂ）×●％ 

Ｅ 
調整交付金相当額 

 
Ａ×全国平均の調整交付金割合（5.00％） 

Ｆ 
調整交付金見込額 

 
Ａ×市の調整交付金見込割合（1.00％） 

Ｇ 介護給付費準備基金取崩額  

Ｈ 介護保険安定化基金取崩による交付額  

Ｉ 
保険料収入必要額 

 
Ｄ＋（Ｅ―Ｆ）―Ｇ―Ｈ 

Ｊ 予定保険料収納率  

Ｋ 
予定保険料見込額（年額） （端数調整あり） 

 
Ｉ÷Ｊ÷Ｃ  

Ｌ 
予定保険料見込額（月額） 

 

Ｋ÷12（カ月） 
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７ 所得段階別介護保険料 

以上の条件を踏まえて算出した所得段階別介護保険料は、次のとおりです。 

 

■所得段階別保険料額（年額）■ 

所得段階 保険料額 

第１段階  

第２段階  

第３段階  

第４段階  

第５段階（基準額）  

第６段階  

第７段階  

第８段階  

第９段階  

第10段階  

第11段階  

第12段階  

第13段階  

 

８ 低所得者の支援策 

（１）保険料率の段階区分 

介護保険料は、被保険者及びその世帯の住民税課税状況に応じて、●段階に設定して

います。 

（２）介護保険料の減免 

災害等の特別な事情により、一時的に介護保険料が負担能力の低下が認められるよう

な場合は、介護保険料の減免あるいは徴収を一時猶予されます。 

（３）介護保険負担限度額の認定 

市民税非課税世帯等の低所得者（利用者負担が第１･第２･第３段階）に該当する方は、

介護保険施設、短期入所サービス及び地域密着型介護老人福祉施設の利用における食

費・居住費（滞在費）等の負担について限度額が設定され、限度額を超える分は特定入
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所者介護（予防）サービス費として補足給付されます。 

（４）高額介護（予防）サービス費の支給 

１割の自己負担が、一定の上限額を超えたときは、超えた分を高額サービス費として

支給されます。また、所得によってその上限が減額され、負担が重くなりすぎないよう

な仕組みになっています（ただし、居住費･食費･日常生活費等は含まれません）。 

（５）高額医療合算介護（予防）サービス費の支給 

介護保険と医療保険の１年間の自己負担額の合計が、限度額を超えたときは、超えた

分を高額医療合算介護（予防）サービス費として支給されます。 

（６）社会福祉法人等による利用者負担軽減 

社会福祉法人が運営している特別養護老人ホーム等のサービスについて、法人が特に

生計維持することが困難な低所得者に対して利用者負担を軽減した場合に、市がその費

用の一部を公費で補う制度です。 

（７）居宅サービス利用者助成（袖ケ浦市単独事業） 

特に生計を維持することが困難な低所得者が、訪問系居宅サービスを利用する場合に、

利用者負担が軽減されます。 

 

９ 中長期的な推計 

団塊の世代が 75 歳を迎える平成 37（2025）年度は、高齢者人口のピークを迎え、それ

に伴い要介護認定者及び保険給付費も増大すると見込まれます。平成 32（2020）年度及び

平成 37（2025）年度について以下のとおり推計されます。 

 

 平成 32（2020）年度 平成 37（2025）年度 

高齢者人口   

要介護（支援）認定者数   

介護給付費【標準給付費】   

地域支援事業費   

介護保険料基準額（月額）   

※ワークシートによる。 
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第６章 計画の推進体制 

第１節 サービスの円滑な提供を図るための方策 

１ 介護給付実施体制の強化 

適正な介護保険制度の運営とサービスの質の向上を図ることは、介護や支援を必要とす

る高齢者やその家族から強く求められています。このため、介護サービスを取り巻く環境

の整備を進めるとともに、介護保険制度の普及や利用者保護の充実等、介護保険制度の維

持・発展のための取り組みを進めます。さらに、保健・福祉サービスの円滑な提供を図る

ため、関係機関との連携を強化し、相互の情報共有を進め、常にサービスの向上と改善を

進めていきます。 

（１）介護保険制度の普及・情報提供 

介護保険制度の開始以来、介護保険サービスの認知度は向上していますが、引き続き

「広報そでがうら」やホームページへの掲載、パンフレットの作成・配布、介護サービ

ス事業者が行う研修の支援等により介護保険制度の普及を図り、市民への制度理解を進

め、市民サービスの向上に努めます。 

（２）サービスに関する相談体制の強化 

市は保険者として、また利用者の最も身近な相談窓口として、相談や苦情に対して、

適切かつ迅速な対応を行います。また、地域包括支援センターにおいて、居宅サービス

計画や事業者との契約に関する相談に応じる等、総合相談体制を強化していきます。 

（３）サービスの質の向上 

介護支援専門員等に対して研修を実施するほか、サービス内容等の改善が必要な介護

サービス事業者に対して適切な育成、指導に努めていきます。 

あわせて、介護相談員が、サービス利用者宅や特別養護老人ホーム、介護老人保健施

設等の介護サービス提供施設を定期的に訪問し、サービスの質の向上を図ります。 

 

２ 地域包括支援センターの機能強化、地域ケア会議の推進 

地域包括支援センターの新たな機能・役割を踏まえ、研修等の受講により資質向上に努

めるとともに、業務量に応じた人員体制の強化、事業の評価方法についても検討します。 

また、地域包括ケアシステムの構築の推進に向けて、認知症施策、在宅医療・介護連携

の推進、及び地域ケア会議の推進を図り、ネットワークづくりや社会資源の整備、市民へ

の啓発を行います。 
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第２節 介護給付の適正化 

高齢者が増加していく中で、介護保険制度が信頼を得て、持続可能とするためには、

不適切な介護サービスの削減に努めながら、利用者に適切なサービスを提供し、介護給

付費や介護保険料の抑制に努めることが求められています。介護給付を必要とする受給

者を適切に認定した上で、受給者が必要とするサービスを事業者が適正に提供するよう

介護給付の適正化を推進します。 

 

１ 要支援・要介護認定の適正化 

認定調査要領の作成や認定調査に従事する認定調査員を対象とする研修を実施するほか、

調査結果の検証を行う等、適切な認定調査の実施に向けた取り組みを行います。 

また、千葉県と連携して、介護認定審査会委員の認定審査に関する知識の修得・向上の

ための取り組みを実施し、介護認定審査会の公正性及び公平性の向上を図ります。 

 

２ ケアマネジメント等の適正化 

千葉県の介護給付適正化計画と連携して、介護支援専門員の研修機会を充実し、利用計

画（ケアプラン）のチェックを実施する等、ケアマネジメントの適正化を図ります。 

 

３ 事業所のサービス提供体制及び介護報酬請求の適正化 

事業所からの介護報酬の請求が適正に行われているか、定期的に検査を行うとともに、

利用者に対しても介護給付費を通知し適正利用を呼びかけます。また、不正事例が生じた

場合は、千葉県との連携により、必要に応じた検査や指導を行います。 

 

４ 住宅改修等の点検 

住宅改修に関する利用者自宅の実態調査や利用者の状態等の確認、福祉用具に関する利

用者における必要性の確認等を行います。 
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第３節 事業の達成状況の点検及び評価 

１ 袖ケ浦市介護保険運営協議会 

介護保険事業計画や介護保険事業の運営上重要な事項について審議するため、学識経験

者、市民代表、サービス提供者等から構成される「袖ケ浦市介護保険運営協議会」を、市

長の附属機関として条例で設置しています。 

第７期事業計画の策定後も、同協議会を適宜開催し、様々な立場の委員からの幅広い意

見をもとに、計画の達成状況や給付実績等のモニタリングを行い、事業計画及び事業の円

滑な運営を推進していきます。 

なお、「袖ケ浦市介護保険運営協議会」は、地域包括支援センター運営協議会及び地域密

着型サービス運営委員会を兼ねています。 

 

２ 計画の達成状況の点検と評価及び公表 

本計画に基づく事業を円滑に推進していくためには、計画の進捗状況やサービスの利用

状況等を定期的に把握するとともに、市民に速やかに公表し、市民の意見を反映させてい

くことが重要になります。 

そのため、社会の情勢や市民の意向を踏まえながら、計画の効果的な推進に向けて適切

な見直しを行っていきます。 

介護保険給付においては、要支援・要介護認定者の状況を常に把握し、介護施設サービ

スや居宅サービス、地域密着型サービスの各サービスの利用状況、さらには介護サービス

事業者の事業に関する意向等を確認しながら、次期計画の策定に合わせて計画の達成状況

を点検・評価します。 

 

３ 事務・事業評価と事業の見直し 

計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するには、計画の進行状況

の定期的なフォローアップが必要です。高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画を推進

する関係課が中心となり、施策の計画目標をもとに、毎年の進捗状況を庁内で点検し、課

題の整理や改善への取り組みを行います。その結果をもとに、ＰＤＣＡサイクルでより効

率的、かつ効果的な施策の推進を目指していきます。 
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資料編 
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議題（２）　平成２９年度指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託について

平成２９年度指定介護予防支援業務の委託について、新規の委託事業所との契約締結を行うため承認を求めるものです。

住　　所
指定
取得

指定
更新

管理者
常勤
換算

法人名
代表者
役職

代表者 住　　所

43
　平成２９年
　１１月１６日
　　（予定）

1271102004
エルケア木更津ケアプラ
ンセンター

木更津市大和2-4-1
ＶＩＯＳ木更津　Ｂ号室

平成26年
1月1日 佐野　英行 1

エルケア
株式会社

代表取締役 大麻　良太
大阪府大阪市北区中崎西
2-4-12
梅田センタービル25階

44
　平成２９年
　１１月１６日
　　（予定）

1271101584
ケアプランセンターなな
いろ

木更津市清見台2-
21-2

平成23年
9月1日

平成29年
9月1日 中條　浩子 1

合同会社
ちゅら玉

代表社員 中條　嘉隆 木更津市清見台2-21-2

平成２９年度　指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務　委託事業所（追加分）

NO 契約日 事業所番号 事業所名

居宅介護支援事業所 運営主体

議
題
（
２
）
資
料

 



1 

 

議題（３） 地域密着型サービス事業所（定期巡回・随時対応型訪

問介護看護）の整備支援について 
 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは 

在宅の要介護者の利用者に対して、服薬や水分補給、食事、排せつ、医療措

置や状態の観察などを、職員が毎日定期的または随時通報により利用者の居宅

を訪問するものであります。いわば、訪問介護と訪問看護を一体的に３６５日

２４時間体制でサービスを提供するものです。 

 

２ これまでの経過について 

第６期介護保険事業計画期間中（Ｈ２７～Ｈ２９）に、２事業所を整備す

る予定とし、県の補助制度を活用した補助金交付を行うため、各年度で公募

を行うも応募事業者がいない状況でありました。 

【第６期介護保険事業計画での公募状況】 

年度 応募結果 備考 

平成２７年度 応募なし 

平成２９年度中の開設を目指した広域型特別養

護老人ホームの公募にあたり、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の併設を必須としました。 

平成２８年度 応募なし 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の単独での公

募を実施しました。 

また、第７期介護保険事業計画策定にあたって、平成２９年５月下旬に市

内において、介護サービスを提供している全事業所に対する、事業所アンケ

ートを実施した中でも第７期計画期間中（Ｈ３０～Ｈ３２）に当該事業を実

施する意向を示す事業者はいませんでした。 

 

３ 今年度の整備支援について 

  上記のような状況の中で、社会福祉法人みどりの風より当該事業を今年度

中に開始したい旨の意向が示されました。 

つきましては、上記経過のとおり、公募や事業の意向確認を行っており、公

平性が保たれていること、また、今期計画の最終年である本年度中の整備を進

め、早期に市民サービスの向上を図る観点から、再度の公募は行わず、当該法

人による事業所整備を進めることとしたい。 

 

 

（次ページあり） 
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４ 法人の概要 

項 目 内 容 

法人名 社会福祉法人 みどりの風 

法人所在地 袖ケ浦市下泉 1424-3 

代表者氏名 理事長 武井 千尋 

業務内容 

・特別養護老人ホームみどりの丘（２９名） 

・（予防）通所介護デイサービスみどりの丘（１０名） 

・（予防）短期入所生活介護（空床型）（みどりの丘） 

・特別養護老人ホームみどりの樹（２９名） 

・ショートステイみどりの樹（７名） 

・小規模保育事業 A型みどりの風保育園（１９名） 

 

５ 事業所の概要 

項 目 内 容 

事業所名称 （仮称）みどりの風２４時間対応訪問介護看護事業所 

事業所予定地 袖ケ浦市下泉 1426-1  

（特別養護老人ホームみどりの樹 同一敷地内に事業所をプ

レハブで設置する） 

開設年月（予定） 平成３０年３月（予定） 

事業内容 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を一体型で行う。 

※一体型…一つの事業所で訪問介護と訪問看護サービスを

一体的に提供するもの。対比として、連携型がある。 

   



1 

 

議題（４） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）整備・運営

事業者の公募結果について 
 

１ 公募の概要 

本市では、「袖ケ浦市高齢者福祉計画・第６期介護保険計画」に基づき、介

護保険サービスに係る基盤整備を進めており、市内において特別養護老人ホー

ムを整備・運営する事業者を募集したものです。 

項 目 内 容 

開設年度 平成３１年度中 

整備事業者数 １事業者 

定員 ８０人 

日常生活圏域 市内全域 

 

２ これまでの経過及び結果 

  平成２９年５月１日から事業者の公募を開始し、６月１日から６月２０日

の事前協議申出書受付期間に４件の提出がありました。その後、７月１０日

から１８日の公募書類受付期間に３件の提出がありました。この３件に対し、

市職員による選定委員会において、８月６日の一次審査、８月１６日の二次

審査にて、社会福祉法人 永和会（鴨川市）を選定しました。 

  なお、８月下旬に選定結果についての通知及びホームページへの結果を公

開しました。 

項 目 期 間 受付件数 

募集要項配布期間 平成２９年５月 １日～６月２０日  

質問受付期間 平成２９年５月 １日～５月１８日 ２件 

事前協議申出書受付期間 平成２９年６月 １日～６月２０日 ４件 

公募書類受付期間 平成２９年７月１０日～７月１８日 ３件 

 

≪過去の状況≫ 

  平成２８年度に公募を実施 

→１法人を選定後に辞退したため、県への協議までは進んでいません。 
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３ 法人の概要 

項 目 内 容 

法人名 社会福祉法人 永和会 

法人所在地 鴨川市南小町 809-1 

代表者氏名 理事長 柳生 良雄（やぎゅう よしお） 

 

４ 施設の概要 

施設名称 （仮称）特別養護老人ホーム 蔵波苑 

開設予定地 袖ケ浦市蔵波字ニノ堀 3037-1 

開設年月（予定） 平成３２年１月（予定） 

施設内容 ・特養：８０床（ユニット型：５０床、従来型：３０床）  

・ショートステイ：１０床 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・訪問介護事業所 

 

５ 今後の予定 

  １１月から選定された社会福祉法人と千葉県との協議が始まり、順調に進

めば、平成３０年４月頃に補助金の内示が出される予定です。その後、施設

開設の準備が進められ、老人福祉法に基づく認可及び介護保険法に基づく指

定を受け、平成３２年１月に施設を開設する予定です。 

   


